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命    令    書 

 

 

申 立 人  Ｘ１組合 

執行委員長 Ａ１ 

 

 

被申立人  Ｙ１会社 

代表取締役 Ｂ１ 

 

上記当事者間の都労委令和３年不第56号事件について、当委員会は、令和７

年２月18日第1859回公益委員会議において、会長公益委員團藤丈士、公益委員

太田治夫、同水町勇一郎、同垣内秀介、同笠木映里、同北井久美子、同富永晃

一、同西村美香、同福島かなえ、同森円香、同渡邉敦子の合議により、次のと

おり命令する。 

 

主         文 

 

 本件申立てを棄却する。 

 

理         由 

 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容 

１ 事案の概要 

⑴ 平成26年５月、被申立人Ｙ１会社（以下「会社」という。）の管理職であ

る従業員３名は、申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）を結成した。 

28年４月25日、会社は、組合の執行委員長であるＡ１（以下「Ａ１」と

いう。）に対し、会社の子会社である申立外Ｂ２会社（以下「Ｂ２会社」と

いう。）において業務に従事することを指示し、６月１日、Ａ１は、Ｂ２会

社に出向した（以下「平成28年出向」という。）。 
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４月27日、Ａ１は、会社を相手方として、Ｂ２会社に出向して勤務する

義務の不存在確認等を求めて東京地方裁判所（以下「東京地裁」という。）

に労働審判を申し立て、７月13日、この労働審判は民事訴訟に移行した（以

下、この民事訴訟を「別件訴訟」という。）。 

    29年12月13日、会社は、Ａ１を普通解雇した。 

30年１月30日、Ａ１は、解雇が無効であると主張して、労働契約上の地

位確認等を求めて別件訴訟の請求を拡張した。 

    31年３月28日、東京地裁は、Ａ１の解雇は無効であるが平成28年出向は

有効であるなどと判断して、Ａ１の労働契約上の地位確認請求を認容する

とともに、Ｂ２会社に出向して勤務する義務の不存在確認請求を棄却する

判決を言い渡した。 

Ａ１及び会社は、東京高等裁判所（以下「東京高裁」という。）に控訴し、

令和２年１月14日、東京高裁は、双方の控訴をいずれも棄却した。 

Ａ１は、最高裁判所（以下「最高裁」という。）に上告するとともに上告

受理を申し立てたが、８月27日、最高裁は、Ａ１の上告を棄却し、上告審

として受理しない旨を決定して、別件訴訟の判決が確定した。 

    ９月25日、会社は、Ａ１に対し、同人の会社への復職日を10月１日とし、

復職先はＢ２会社への出向とする旨を通知した。 

10月１日、Ａ１は、会社に復職するとともにＢ２会社に出向し（以下「本

件出向」という。）、以降、本件結審時点まで本件出向は継続している。 

Ａ１が平成25年５月に人事総務部分室に異動する前の賃金月額は53万

7,000円だったところ、同人が令和２年10月１日に会社に復職した際の賃

金月額は48万6,400円だった。 

９月28日、Ａ１は復職の手続のために会社の本社別館を訪れ、また、10

月28日、Ａ１は会社のＢ３監査役（以下「Ｂ３監査役」という。）と面会し

た。 

なお、組合は、９月28日、同日付けの団体交渉申入書（以下「本件団体

交渉申入書」という。）を会社に送付し、10月28日、本件団体交渉申入書を

Ｂ３監査役に提示して、会社に団体交渉を申し入れたと主張している。 

３年８月11日、組合は、本件不当労働行為救済申立て（以下「本件申立
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て」という。）を行った。 

組合と会社との間では、２年９月以降、４年３月29日に当委員会の立会

いの下で団体交渉が行われるまで、団体交渉は開催されていない。 

⑵ 本件は、以下の３点が争われた事案である。 

ア 組合が、会社に対し、２年９月28日又は10月28日付けで団体交渉を申

し入れた事実があったか否か（争点１）。 

イ 争点１の団体交渉申入れがあったと認められる場合、２年９月28日又

は10月28日付けの団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由の

ない団体交渉拒否に当たるか否か（争点２）。 

   ウ 会社が、Ａ１に対し、①同人が２年10月１日付けで会社に復職した際

にＢ２会社へ出向させたこと（本件出向）、②その際同人の賃金月額を48

万6,400円としたこと及び③その後本件出向を解除していないことは、

同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対

する支配介入に当たるか否か（争点３）。 

２ 請求する救済の内容 

   本件における請求する救済の内容は、本件申立て後に追加があり、最終的

には以下のとおりとなった。 

⑴ 組合の役員及び組合員に対する出向、賃下げなどの不利益取扱いを行わ

ないこと。 

 ⑵ 団体交渉を誠実に行うこと。 

⑶ 組合への支配介入を行わないこと。 

⑷ 平成28年出向は既に出向期間が満了しているため、Ａ１を直ちに会社へ

復職させること。 

⑸ 陳謝文の手交・掲示 

第２ 認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 申立人組合は、平成26年５月13日、いずれも会社の管理職であるＣ１（以

下「Ｃ１」という。）、Ｃ２（以下「Ｃ２」という。）及びＡ１によって結成

された労働組合である。本件申立時の組合員数は２名である。 

なお、組合は、申立外Ｃ３組合に加盟していた時期がある（後記２⑴イ）
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が、本件申立時は上部団体に加盟していない。 

⑵ Ａ１は、平成５年に会社に入社し、〇〇工場経理課、本社システム部、

経理部及び人事部等に配属され、会社とユニオン・ショップ協定を締結し

ている申立外Ｃ４組合における専従役員を経て、18年から申立外Ｂ４会社

（以下「Ｂ４会社」という。）に、22年から申立外Ｂ５会社（以下「Ｂ５会

社」という。）に出向していた。その後、25年５月に人事総務部分室に異動

し、28年６月にＢ２会社に出向した（平成28年出向）後、29年12月に会社

を解雇された。令和２年10月１日、会社に復職するとともにＢ２会社に出

向し（本件出向）、その後、本件結審時点（６年９月26日）までＢ２会社へ

の出向を継続している。 

なお、Ａ１が出向した上記３社は、いずれも会社の子会社である。 

⑶ 被申立人会社は、肩書地に本社を置き、光ファイバー、電線、ワイヤー

ハーネス等を製造する株式会社である。５年８月時点の従業員数は、会社

単体で約2,500名、連結子会社の従業員を含めると約５万3,000名であり、

子会社125社及び関連会社16社とともにＢ６グループを形成している。 

⑷ Ｂ２会社は、平成27年11月２日、会社が資本金の100％を出資して設立し

た会社の子会社であり、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害

者雇用促進法」という。）に基づく特例子会社である。Ｂ２会社は、会社の

〇〇事業所の敷地内に所在しており、Ｂ６グループが障害者の雇用義務を

果たせるように、障害者を雇用し、構内の緑化及び清掃等の事業を営んで

いる。令和５年６月時点の従業員数は31名である。 

２ 平成28年出向までの経緯 

⑴ 組合結成等 

ア 25年、会社は、早期退職優遇制度に応募しなかった会社の従業員19名

（Ｃ１、Ｃ２及びＡ１を含む。）を人事総務部分室に配転し、外部の出向

先を従業員自ら探すよう指示した。 

その後、Ａ１は、会社の内部通報窓口を担当する外部の弁護士に対し、

会社から業務が与えられず、もっぱら自己が他の企業に出向して働く場

所を探すことを業務とされ、その他の処遇についても差別的に扱われて

いるなどとして、内部通報を行った。 
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26年２月20日、上記の内部通報に対応した弁護士は、Ａ１に対し、通

報内容に対する会社の見解を説明するとともに、通報者と会社との間に

おいて真摯に協議が行われることを希望する旨を文書で伝えた。 

イ ５月13日、Ｃ１、Ｃ２及びＡ１は組合を結成し、同月26日、組合は会

社に対して組合結成を通知した。その後、Ａ２（以下「Ａ２」という。）

が組合に加入したことで、組合員は４名となった。 

     ６月23日、組合は、会社に対し、Ｃ１、Ｃ２及びＡ１の人事総務部分

室への異動並びに４月以降の給与及び賞与の減額等を承諾したもので

はないとして、異議留保申立書を提出した。 

この頃、会社は、Ｃ１、Ｃ２及びＡ２に対し、８月１日からＢ５会社

へ出向させることを通知した。 

７月18日、組合は、会社に対し、組合がＣ３組合（以下、組合と併せ

て「組合ら」という。）に加盟し、組合の役員体制はＣ１が執行委員長、

Ｃ２が副執行委員長、Ａ１が書記長であると通知した。 

同日、組合らは、会社に対し、組合員の出向問題等に関する団体交渉

を申し入れた。７月29日、組合らと会社との間で団体交渉が開催され、

８月29日にも団体交渉が開催された。 

ウ ７月31日、会社の複数の従業員（Ａ１を含む。）は、亀戸労働基準監督

署に対し、会社が従業員を関係会社へ出向させ、エンジニア職から草む

しりのような雑務へ転換させ、いわゆる「追い出し部屋」のような行為

を行っており、就業規則のうち、①出向規程、②賃金規程の中の「総合

職の資格給」及び③退職手当規程の中の「表２の資格ポイント」が周知

されていないとして、申告を行った。 

８月頃、亀戸労働基準監督署は、会社に対し、会社の従業員賃金規則

及び退職手当規程において別に定めると記載されている事項を労働者

に周知していないことが労働基準法第106条第１項違反に当たるとして、

是正勧告書を交付した。 

  27年２月、亀戸労働基準監督署は、会社に対し、上記の是正勧告書の

内容を再度説明した。 

  同月、亀戸労働基準監督署の職員は、Ａ１に対し、Ａ１が開示を求め
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ている出向に関する協定書、従業員賃金規則の総合職の職能資格給部分

及び退職手当規程の総合職等の資格ポイントについて、会社は労働審判

等を通じて開示するか否か判断したいとして是正勧告に従わない意向

を示しており、行政指導による解決の見込みがないため申告処理を終了

する旨を電話により伝えた。 

⑵ 前件の不当労働行為救済申立て等 

ア 26年８月１日、Ｃ１、Ｃ２及びＡ２は、Ｂ５会社に出向した。 

８月21日、組合は、当委員会に対し、会社がＣ１、Ｃ２及びＡ２をＢ

５会社へ出向させたことが不当労働行為であると主張して、不当労働行

為救済申立て（都労委平成26年不第77号。以下「前件申立て」という。）

を行った。 

イ Ｃ１及びＣ２（以下、両名を併せて「Ｃ１ら」という。）は、組合によ

る前件申立てと並行して、会社に対し、Ｃ１らのＢ５会社への出向の効

力を争う訴訟を提起していた。 

27年12月22日、Ｃ１らと会社との訴訟における会社の訴訟代理人であ

ったＢ７弁護士（以下「Ｂ７弁護士」という。）は、Ｃ１らの訴訟代理人

に対し、Ｃ１らから復職先の希望の提出を受けた旨を伝えるとともに、

Ａ１及びＡ２についても復職先の希望を提出するよう求めた。 

  12月28日、Ｃ１らの訴訟代理人は、Ｂ７弁護士に対し、28年１月14日

に行われる労使協議には、Ｃ１ら各本人、Ｃ１らの訴訟代理人及び組合

の当時の上部団体であるＣ３組合の担当者が出席する旨を通知した。 

ウ ２月23日、Ｃ１らと会社との間で上記イの訴訟における裁判上の和解

が成立し、同日、組合は前件申立てを取り下げた。 

３月24日、Ｃ１らは、会社に対して電子メール（以下「メール」とい

う。）を送信し、Ｃ１らが組合を脱退し、申立外Ｃ５組合を立ち上げた旨

を通知した。 

３月28日、組合は、会社に対し、組合の新しい役員体制は執行委員長

がＡ１、書記長がＡ２であると通知した。 
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⑶ 平成28年出向等 

ア 人事総務部分室の閉鎖 

 会社は、28年３月末をもって人事総務部分室を閉鎖した。閉鎖時に人

事総務部分室に所属していた従業員は７名だった。 

４月１日、会社は、人事総務部分室に所属していたＡ１以外の従業員

６名（Ｃ１ら及びＡ２を含む。）について、再異動先に関する各々の希望

をある程度踏まえた部署に再異動させた。 

人事総務部分室が閉鎖する以前に、会社とＡ１との間で、人事総務部

分室の閉鎖に伴う異動に関するやり取りが行われたが、会社がＡ１から

異動先の希望を聴取するには至らなかった（Ａ１は裁判を起こした上で

の和解による解決を希望していたことがうかがわれる。）。 

なお、Ａ２に係る人事総務部分室の閉鎖に伴う異動及びその後の異動

に関して、組合又は同人が会社に不服を伝えたことはない。 

イ 平成28年出向の指示等 

    (ア) 会社は、人事総務部分室の閉鎖後、Ａ１をＢ２会社へ出向させるこ

とを予定していたが、同社においてＡ１を受け入れる体制を整える必

要があったため、４月１日、会社は、Ｂ２会社への出向を前提に、Ａ

１を人事総務部人材開発室へ異動させた。 

      ３月31日、Ａ１は、会社に対し、人材開発室への異動並びに給与及

び賞与の減額等を承服したものではないとして、個人名義の異議留保

申立書を提出した。 

(イ) ４月12日から13日にかけて、Ｂ２会社のＢ８社長（以下「Ｂ８社長」

といい、同社の社長を退任した後は「Ｂ８元社長」ということがある。）

は、会社の人材開発室長との間で、Ａ１がＢ２会社で担当する業務等

に関する調整をメールで行った。 

人材開発室長がＢ８社長に送信したメールには、Ａ１には４月及び

５月は出向を前提に障害者雇用について勉強してもらうつもりであ

り、６月に出向した後の業務は総務・経理担当と聞いているが、具体

的な仕事の内容を伺いたい旨の記載があり、Ｂ８社長が人材開発室長

に返信したメールには、Ａ１に担当させる業務について、「ほぼ一般職
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の仕事になるかと思います。」との記載があり、具体的な業務として

「役所関係文書、社内文書の作成」、「ホームページの管理」、「その他

庶務関係」などが列挙されていた。 

    (ウ) ４月25日、人材開発室長は、Ａ１に対し、Ｂ２会社における同人の

日常業務が総務・経理業務であり、課題目標が、①知的障害者雇用に

ついて知ること、②ホームページを立ち上げること及び③雇用する知

的障害者を５名から10名に増員する上での課題を抽出することの３

点であると文書で提示した。 

ウ 団体交渉の申入れ等 

５月２日、組合は、会社に対し、人材開発室に関すること、就業規則

や賃金制度の開示、出向に関すること及び賃金の査定問題を協議事項と

して団体交渉を申し入れた。 

同月11日、Ａ１は通勤災害に遭って負傷し、会社への出勤が困難とな

った。 

上記５月２日付けの団体交渉申入れについて、組合は会社からの回答

期限を同月16日までとしていたが、同日までに会社からの回答はなく、

この団体交渉の申入れ以降、少なくとも令和２年９月27日までの間、組

合と会社との間でやり取りは行われていない。 

エ 平成28年出向 

平成28年５月30日、Ａ１は、会社に対し、混乱を防ぐため会社の発令

に従って服務するものの、Ｂ２会社への出向を承服したものではないと

して、個人名義の異議留保申立書を提出した。この異議留保申立書には、

異議留保の理由として、会社から詳細な業務内容が示されず、また、与

えられた課題目標の説明もないため、具体的に何を求められ、どこまで

達成することが期待されているのかも分からず、従前の総合職としての

業務が与えられず、人事評価制度による適正な運用を受けられず、同意

なく賃金を下げられ続ける不安がある旨などが記載されている。 

６月１日、Ａ１はＢ２会社に出向した（平成28年出向）。 

３ 別件訴訟 
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⑴ 労働審判の申立て 

28年４月27日、Ａ１は、会社を相手方として東京地裁に労働審判を申し

立てた。この労働審判は、Ｂ２会社に出向し同社において勤務する労働契

約上の義務が存在しないことの確認や、人事総務部分室配属以前の給与及

び賞与と同分室配属後の給与及び賞与との差額の支払等を求めるものだ

った（後記12⑵参照）。 

⑵ 別件訴訟への移行及びＡ１の解雇 

 ７月13日、上記⑴の労働審判は、別件訴訟に移行した。 

29年12月13日、会社は、Ａ１を普通解雇した。 

30年１月30日、Ａ１は、上記の解雇が無効であるなどと主張して、別件

訴訟において、労働契約上の権利を有する地位の確認、解雇日以降の給与

及び賞与の支払等の請求を追加した。 

⑶ 東京地裁の判決 

31年３月28日、東京地裁は、Ａ１の解雇は無効であるが、平成28年出向

は有効であると判断した判決を言い渡した。東京地裁は、判決の主文で、

①Ａ１が会社に対し労働契約上の権利を有する地位に在ることを確認し、

会社に対し、②26年４月から28年３月までについての、Ａ１が人事総務部

分室に配属される以前の賃金月額53万7,000円と、同分室配属後に減額さ

れた賃金月額48万8,000円又は48万1,000円との差額の合計額である126万

円及びこれに対する遅延損害金の支払と、③解雇後のバックペイ（判決の

確定の日まで月額48万1,500円）の支払を命じたが、④Ａ１がＢ２会社に出

向して同社において勤務する労働契約上の義務が存在しないことの確認

や、⑤人事総務部分室への配属以降の賞与の差額及び解雇日以降の賞与の

支払を求める請求は棄却した。 

⑷ 東京高裁の判決 

Ａ１及び会社は、上記⑶の東京地裁の判決を不服として東京高裁に控訴

したが、令和２年１月14日、東京高裁は、双方の控訴をいずれも棄却する

判決を言い渡した。 

この判決には、東京高裁の判断として、①平成28年出向の当時、Ｂ２会

社では総務・経理について相当程度の知識を有し、新規事業の立上げへの
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力の発揮を期待することができる従業員を配置する業務上の必要性があ

ったことは否定し難く、Ａ１は同社において求められる知識、経験及び能

力を備える者に合致した者であったと評することができ、平成28年出向は

有効である、②Ａ１の賃金月額について、人事総務部分室へ異動した後の

26年４月から28年３月までの賃金の改定は権利の濫用としてその効力を

有しない、③解雇日以降の賃金支払請求に関して、Ａ１の解雇時における

賃金月額は48万1,500円である旨の記載がある。 

⑸ 最高裁の上告棄却等 

Ａ１は、東京高裁の判決を不服として、最高裁に上告及び上告受理申立

てをしたが、令和２年８月27日、最高裁がＡ１の上告を棄却し、上告審と

して受理しないと決定したことにより、別件訴訟の判決が確定した。 

⑹ 別件訴訟において、Ａ１は、自身が組合員であることや組合活動を行っ

ていたことに関する主張を行っていない。 

４ 別件訴訟の確定後、本件出向までの経緯 

⑴ Ａ１とＢ７弁護士とのやり取り 

２年８月上旬頃、別件訴訟において会社の訴訟代理人であったＢ７弁護

士は、Ａ１から、解雇を無効とする別件訴訟の判決（前記３⑶⑷）に伴う

会社への復職について電話で尋ねられ、会社は最高裁に係属中の別件訴訟

が終わったら復職を検討する方針なので、会社からの連絡を待つよう回答

した。 

８月27日、別件訴訟の判決が確定した（前記３⑸）。 

⑵ Ａ１と会社の人事部とのやり取り 

ア ９月25日、会社は、Ａ１の自宅の郵便受けに「復職先および出社日の

ご案内」と題する文書を投函した。この文書には、Ａ１の会社への復職

日は10月１日であり、復職先はＢ２会社への会社からの出向であること

及び復職初日にＢ２会社のＢ８社長から業務内容の説明がある旨が記

載されていた。 

  ９月25日、上記文書を確認したＡ１は、会社に電話を掛け、復職時の

仕事内容を含む労働条件や未払となっている解雇期間中の賃金の精算

等について交渉してからの復職を希望する旨を伝えた。 
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イ ９月29日、Ａ１と会社の人事部との間で、Ａ１の復職に関する面談が

行われた。その際、Ａ１は、会社のＢ９人事部労働政策グループ長（以

下「Ｂ９グループ長」という。）に対し、「復職にあたり、会社との精算

事項（案）」と題する文書を交付した。この文書には、会社への復職に当

たり精算が必要とＡ１が考える項目が列挙されており、人事総務部分室

への異動前と異動後の賃金の差額や、健康保険、福利厚生等についての

不利益を明らかにし、それらを解決してから復職したい旨の記載がある。 

この面談において、Ｂ９グループ長は、Ａ１に対し、解雇から復職ま

での間の賃金の精算や、年金・健康保険などの社会保険について、法律

やシステムの問題があり遡及できないものや、すぐに復旧できないもの

がある旨を説明した。 

⑶ Ａ１とＢ10社長との面会 

    ９月30日、Ａ１は、会社のＢ10社長（当時。以下「Ｂ10社長」という。）

と面会した。この面会は約３分間行われ、会社のＢ11常務取締役（以下「Ｂ

11常務」という。）とＢ９グループ長が同席していた。 

    Ａ１が、別件訴訟について、「どうしても復職させていただきたいという

思いから裁判をせざるを得なくなってしまって、本当に申し訳ございませ

んでした。」と述べると、Ｂ10社長は、「新しくまた復職された職場で、業

務に専念していただく。私からはそれで以上です。それだけお願いします。」

と述べた。 

    Ａ１が、生活していくためにお金が掛かってしまうので精算をお願いし

たい旨を述べると、Ｂ10社長は、人事部の方でいろいろ対処しており、人

事部のＢ９グループ長が窓口なので相談いただければと思う旨を述べた。 

この面会中、Ａ１は、自身が組合の執行委員長であることや、本件団体

交渉申入書について言及していない。 

⑷ 本件出向 

    10月１日、Ａ１は、会社に復職し、Ｂ２会社に出向した（本件出向）。本

件出向時のＡ１の賃金月額は、48万6,400円だった。 

    本件出向に際して、Ａ１は、平成28年出向時のような異議留保申立書（前

記２⑶エ）は提出していない。 
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５ 本件出向後、本件申立てまでの経緯 

⑴ 本件出向後の業務指示等 

２年10月１日、Ａ１とＢ２会社のＢ８社長とは、同社におけるＡ１の業

務について面談を行った。この頃にＡ１が指示された業務については当事

者間に争いがあるが、少なくとも、①ホームページに関する業務、②新規

事業の企画検討に関する業務、③システムに関する管理業務（ＳＥ担当）

が含まれていた。上記②の業務に関するＡ１への指示は、遅くとも３年１

月頃以降、Ｂ２会社のＢ12取締役（会社の常務執行役員を兼務していた。

以下「Ｂ12取締役」という。）が行うようになった。 

なお、上記③の業務に関し、パソコンに関して困っている職員がいると、

Ａ１が対応して解決したことがあった。 

⑵ Ｂ３監査役との面会 

    ２年10月28日、Ａ１は、Ｂ３監査役と面会し、平成26年に組合を結成し

て組合活動をしてきたこと、前件申立て、別件訴訟、Ａ１の会社への復職

に伴う労働条件、給与・健康保険の精算などに関する話をした。 

その際、Ａ１は、Ｂ３監査役に対し、２年10月29
ママ

日付けの「内部通報制

度について」と題する文書（以下「２年10月29日付文書」という。）を交付

した。この文書は、「Ｂ２会社Ａ１」という名義で作成され、宛先は会社の

Ｂ10社長及びＢ３監査役となっており、会社から復職の労働条件が示され

ておらず改善をお願いしたい、人事総務部分室への異動から８年近く、解

雇又は解雇と同様の状況に置かれ、家族を含めて不利益を受け続けている、

会社の内部通報制度の施行（平成14年）以降、Ａ１が20年近くに渡って行

ってきた内部通報について、会社の調査結果、対応及び措置の報告を求め

る旨が記載されている。 

    この面会において、Ａ１がＢ３監査役に対して本件団体交渉申入書を提

示したか否かについては当事者間に争いがある（争点１）。 

⑶ 復職に伴う精算等 

   ア ２年11月20日、Ａ１は、Ｂ12取締役と面談を行い、Ａ１の個人名義で

作成された「復職の労働条件是正について」及び「労働条件差額増減表」

と題する文書を提出した。 
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     「復職の労働条件是正について」には、①平成29年４月１日に会社が

導入した人事制度（以下「新人事制度」という。）におけるＡ１の役割等

級について、人事総務部分室への異動前の業務からすると、８Ｅ以上に

該当する業務を代行して取り組んできたので、復職後も同じレベルの業

務が与えられるよう、業務・役割等級の見直しを求める、②令和２年か

ら支給されている賃金は人事総務部分室での賃金減額よりも更に減額

されているので見直しを求める、③給与、賞与及び健康保険、厚生年金、

持株会、カフェテリアプラン、有給休暇など会社の福利厚生全体を、人

事総務部分室への異動の前後で、また、働き続けていた場合と現状でい

くら増減しているのかを確認してから精算を行うことになっているが、

いまだに確認されず、精算ができずに困っているので、「労働条件差額

増減表」を基に返答を求める旨の記載がある。 

「労働条件差額増減表」には、平成25年度から令和２年度までのＡ１

の賃金月額の推移や、会社の福利厚生に関する各項目について、Ａ１の

求める精算の考え方が記載されている。 

   イ 12月25日、会社のＢ13人事部長（以下「Ｂ13人事部長」という。）及び

Ｂ９グループ長は、Ａ１との間で、Ａ１のＢ２会社における業務や復職

の条件等について打合せを行った。この打合せにおいて、会社は、Ａ１

に対し、別件訴訟の判決（前記３⑶）で会社が支払を命じられた金額に

関する明細を交付してその内容を説明した。 

上記打合せ後、会社は、Ａ１に対し、上記明細に記載された金額を支

払った。 

Ｂ13人事部長及びＢ９グループ長は３年３月12日にもＡ１と打合せ

を行っており、これに加えて、Ｂ９グループ長は２年10月以降、主に給

与の精算について何度かＡ１との打合せを行っている。これらの打合せ

の際、Ａ１は、会社に対し、本件出向の解除を希望する旨を伝えている。 

Ａ１は、本件申立てまでにＢ13人事部長やＢ９グループ長との間で行

われた打合せにおいて、会社に対し、本件団体交渉申入書に対する回答

を求めたことはない。 

     なお、Ａ１は、Ｃ４組合の専従役員を務めたことがあり、会社におけ
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る労働組合の対応窓口が人事部であることを知っていた。 

⑷ 新規事業の企画検討等に関するＡ１とＢ12取締役とのやり取り 

ア ３年１月７日、Ｂ12取締役は、Ａ１に対し、同月14日に会社の〇〇事

業所に行く業務があるため、その際にＡ１の仕事（今後の事業検討）の

確認をしたい旨を記載したメールを送信し、翌８日、Ａ１は、Ｂ２会社

のホームページは先日説明したとおり既に公開されている、平成30年の

公開から更新されていないため、Ｂ５会社に対して現状の確認を行って

いるところであり、Ｂ８社長の指導の下で報告する旨を記載したメール

を返信した。 

なお、上記メールの後、Ｂ８社長が対応を行うことで、ホームページ

のリニューアル作業は完了した。 

イ 令和３年１月11日、Ａ１は、Ｂ12取締役に対し、千葉県では国等によ

る障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以

下「障害者優先調達推進法」という。）に基づき、同法の対象施設からの

調達に全庁的に取り組んでおり、特例子会社であるＢ２会社が同法の対

象施設となるためには千葉県知事の認定を受ける必要がある、次年度か

ら受注するのであれば、すぐに申請して認定を受ける必要があるので検

討を求める、認定されないと行政からの優先的な受注はできない旨を記

載したメールを送信した。 

同日、Ｂ12取締役は、上記認定を受けるにはどのような条件が必要な

のか、その条件にＢ２会社が適合しているのか、条件に適合するには何

が必要なのか、どのような仕事があるのかなどの情報が不足しているこ

とを指摘し、Ｂ12取締役が判断できる程度まで情報のレベルを上げるよ

う求める旨を記載したメールを返信し、同日、Ａ１は、上記認定の申請

を本当にするのであれば申請手続を説明するとして、申請に必要な添付

書類や申請期限、申請窓口等をメールで報告した。 

同月13日、Ａ１は、翌14日にＢ12取締役と打合せを行う際の資料とし

て、「Ｂ２会社事業拡大図」と題する資料を送信した。 

ウ ２月頃、Ｂ12取締役は、Ａ１に対し、会社の〇〇事業所内の落ち葉な

どの堆肥化又は燃料化はできないか、〇〇事業所内で昆虫の養殖はでき
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ないかと検討を求めた。 

２月から３月にかけて、Ａ１がＢ12取締役に落ち葉などの堆肥化や昆

虫の養殖に関する報告書及び資料をメールで送信すると、Ｂ12取締役は、

落ち葉などの堆肥化に関して引き続き行政の動向をフォローするよう

求めるメールや、「〇〇事業所が、困っているからこそ、そのソリューシ

ョンが仕事になるのです。相手の困りごとを解決する、お手伝いする
マ

が
マ

新規事業の芽だと思います。そういうつもりで、Ｂ２会社の事業拡大に

取り組んでください。」、「カブトムシの養殖は、ジャストアイディアです。

昆虫の養殖は、コオロギ等がポピュラーなようです。〇〇の、自然を生

かした事業としては、検討の価値あるかと思います。」、「考えを広げても

らえないでしょうか。Ｂ２会社の事業となるものを考えるのが、私の依

頼です。」などと記載したメールを返信した。 

エ ３月30日、Ａ１はＢ12取締役に報告書を提出した。 

この報告書には、カブトムシやコオロギの養殖に関するＢ12取締役の

提案について調査を行ったが、現時点では顧客の要求がなく、販売経路

もないなどの理由で特例子会社の事業として実現は難しい、代替案とし

て会社の従業員の車の洗車事業などを提案する旨や、「私が提案した千

葉県との随意契約による新たな取引が始まります。遅ればせながら、地

方自治体との交流も増えることで、新たな事業の芽がこれから次々と噴

き出してくるのではないかと期待しています。」、「千葉県庁の購買など

でも出品できるようになり」、「社外へ販売する新しい事業のヒントが得

られると思います。」との記載がある。 

⑸ Ｂ２会社の役員の交代 

３年４月１日、Ｂ２会社の役員の交代があり、Ｂ14社長（以下「Ｂ14社

長」といい、同社の社長を退任した後は「Ｂ14元社長」ということがある。）、

Ｂ13人事部長及びＢ８元社長の３名がＢ２会社の取締役となった。Ｂ13人

事部長は、会社の人事部長を兼務しつつ、Ｂ12取締役の後任としてＢ２会

社の取締役に就任したものである。 

⑹ Ａ１とＢ13人事部長とのやり取り等 

ア ４月６日及び30日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、Ｂ12取締役からの
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業務指示に関するＡ１の提案（前記⑷エ参照）はその後どうなったかを

尋ねる旨を記載したメールを送信した。 

４月30日、Ｂ13人事部長は、Ａ１の提案はＢ２会社全体の事業の方針

に関わることなので、４月から同社の社長となったＢ14社長やＢ８元社

長ともよく相談していきたい旨を記載したメールを返信した。 

５月１日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、「Ｂ12取締役、Ｂ８社長から、

社外の事業を探すという、会社経営の根幹となる緊急の業務要請を受け、

私も毎日、深夜に及ぶ検討を続け、報告してきました。しかし、未だに

取締役会への報告もされず、周知されていないことを大変危惧しており

ます。」と記載したメールを送信した。 

イ ６月７日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、①会社の人事部から健康保

険証等が一方的に届けられたが、自分の業務が決まってから、他の健康

保険などの復職条件を詰めることになっていたはずである、健康保険が

使える正常な状態にすることを求める、②現在、自分の仕事がなく、再

度追い出し部屋で解雇に等しい状態にされている、復職するための条件

として業務内容については絶対に譲れない、仕事がない中で精神的に参

っている旨を記載したメールを送信した。 

６月８日、Ｂ13人事部長は、①Ａ１の復職が決まった時点で精算手続

に入り、精算手続は既に終了している、健康保険証は、Ａ１が受領を拒

否したために人事部で預かっていたと聞いたが、被保険者が拒否したか

らといって渡さない訳にはいかないので届けた、会社には、Ａ１のいう

「業務が決まってから、他の健康保険などの復職条件を詰めることにな

っていた」というような認識はない、②今後の業務についてはＢ14社長

やＢ８元社長と相談し、方向性を確認したので、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除された後にＢ２会社にお

いて話したい旨を記載したメールを返信した。 

ウ ６月15日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、既に会社に復帰してから９

か月も経過しており、緊急事態宣言中ではあるが復帰後の経緯や復職の

条件等について会って相談したい、人事部内での引継ぎの問題で行き違
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いがあると言われても困る旨などを記載したメールを送信した。 

６月16日、Ｂ13人事部長は、①健康保険証の件はＢ12取締役とＢ９グ

ループ長に確認をしたがＡ１の認識と異なっていた、このままメールで

やり取りをしても平行線であるため、同月21日に会社の人事部を訪問し

てもらい、Ｂ９グループ長も同席して話をしたい、②Ａ１の今後の業務

については、同月25日、Ｂ２会社においてＢ14社長及びＢ８元社長が同

席した上で話したい旨を記載したメールを返信した。 

６月17日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、内部通報窓口であるＢ３監

査役に復職の手続ができるよう依頼しており、Ｂ３監査役からＢ13人事

部長に話が届いているはずである、話の行き違いが起きないように、会

社に訪問した際の打合せにはＢ３監査役やＢ12取締役などの同席を求

める旨を記載したメールを送信した。同日、Ｂ13人事部長は、この件は

人事部に一任されているので、まずは同月21日に会社に来るよう求める

旨を記載したメールを返信し、Ａ１は、同日は予定があるので出席でき

ない旨を記載したメールを返信した。 

エ ６月21日、Ａ１は、Ｂ13人事部長に対し、①自分の要望は、健康保険

だけではなく、これまでに提出した復職のための全ての項目について返

事をいただき、正常な復職ができるように話をすることであり、そのた

めに２年10月28日に内部通報窓口のＢ３監査役を訪ねて依頼しており、

Ｂ３監査役やＢ12取締役が同席した打合せを求めている、②６月25日の

打合せについては、Ａ１が出席することをＢ14社長とＢ８元社長に伝え

ている旨を記載したメールを送信した。 

なお、４月から６月までにＡ１がＢ13人事部長に送信したメールには、

本件団体交渉申入書に関する記載はない。 

オ ６月24日、Ａ１がＢ２会社の朝礼中に倒れて救急搬送されたため、同

月25日に予定されていたＡ１とＢ13人事部長との打合せは延期され、そ

の後も、Ａ１が、体調不良のため通院したり、この頃通勤災害に遭うな

どしたため、結局、本件申立てまでの間に、Ａ１とＢ13人事部長との打

合せは行われなかった。 

６ 本件申立て及び追加申立て等 
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⑴ ３年８月11日、組合は、当委員会に対し、本件申立てを行った。 

⑵ 11月８日、組合は、当委員会及び会社に対し、本件審査手続における証

拠として本件団体交渉申入書の写しを提出した。 

    本件団体交渉申入書は、２年９月28日付けで、発信者は組合のＡ１執行

委員長、宛先が会社のＢ10社長となっており、「解雇復帰での労働条件等」

を協議事項として団体交渉を申し入れる旨の記載がある。 

    本件審査手続において、組合は、会社に対して本件団体交渉申入書によ

り団体交渉を申し入れたと主張し、会社は、本件団体交渉申入書を受け取

っていないと主張して争っている（争点１）。 

⑶ ４年８月15日、組合は、当委員会に対し、平成28年出向の出向期間は既

に満了しており、出向期間を延長する合理的理由も存在せず、会社がＡ１

の会社への復職を認めないことは不当労働行為であるとして、本件の追加

申立てを行った。 

    なお、組合は、令和４年10月25日にも８月15日と同様の追加申立てを行

っている。 

７ 本件申立て後のＡ１の業務等 

⑴ Ｂ14社長の下でのＡ１の業務等 

ア ３年９月 10 日、Ｂ２会社の取締役３名（Ｂ14 社長、Ｂ13 人事部長及

びＢ８元社長）は、連名で、Ａ１に対し、４年３月までのＡ１の担当業

務を決定したこと及び同年４月以降の業務については改めて期日到来

前に検討の上で決定する旨を通知した。 

同日、Ｂ14社長は、Ａ１に対し、「貴殿の業務ミッションについて」と

題する文書に基づき、以下 (ア)及び (イ)のとおり業務を命じた。 

(ア) Ｂ14社長から示される事業課題について、現状調査、分析及び検討

を行い、解決策を講じる。ただし、Ｂ８元社長の在職中はその管理下

で実施する。 

(イ) Ｂ８元社長から指示のある各種業務を実施し、結果を報告する。各

種業務には以下のものが含まれる。 

「・ Ｂ８顧問（注：Ｂ８元社長のこと。）が22年３月末で退職するに

あたり、Ｂ14社長以下に引継ぐべき資料及び各種データ・規程等
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の整備作成の補助。 

・ マネージャー及びジョブコーチが抱えている実務で、切り出し

て支援が可能なもの。 

   ・ 現場業務で、納期対応あるいは専門知識を要するものについて

のスポットでの支援。 

   ・ その他本人の支援を必要とする業務が発生した場合の対応。」 

イ ９月14日、Ｂ14社長は、Ａ１に対し、10月31日までに以下①から③ま

での業務を実施し、業務終了後は文書により報告し、業務の遂行に当た

ってはＢ８元社長の指示に従うよう指示した。 

    「① サーバフォルダー内のＢ２会社の諸社内規程を整理整頓する。 

② 最新の現行規程を特定したのち、各規程の書式を正規な形に整え

る。 

③ 整備後サーバーにリストとともに格納し、Ｂ２会社社員に公開す

る。」 

ウ 10月７日、Ａ１は、Ｂ８元社長に対し、上記イで指示された業務につ

いて、要旨以下 (ア)から (ウ)までのとおり報告した。 

(ア) 上記イ①の業務は、作成途中のデータがたくさん保存してあるため、

どれが最新の仕掛中のデータであるかの確認に時間を要し、12月頃ま

で調査に時間が必要である。 

(イ) 上記イ②の業務は、最新の規程を特定した上でデータを整える作業

が必要であり、４年３月頃まで作業に時間が必要である。 

(ウ) 上記イ③の業務は、規程を整えた後、完成した規程類をＢ２会社の

規程として承認し、その後、サーバーへ格納して従業員へ公開するた

め、４年度の公開を予定している。 

エ ３年12月６日、会社の人事部や〇〇事業所の総務担当部署等に、Ｂ２

会社の週報が配布された。この週報には同社の11月29日から12月４日ま

での活動内容が写真とともに報告されており、Ａ１が同社の職員ととも

に落花生の選別作業をしている写真が掲載されていた。 

オ ４年３月、Ｂ２会社の月例会議において、同月の取締役会に社内規程
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類の上程が予定されている旨が報告された。 

⑵ Ｂ２会社の役員の交代 

    ４月１日、Ｂ２会社の取締役は、Ｂ15社長（以下「Ｂ15社長」という。）

及びＢ13人事部長ほか１名の３名となった。 

⑶ Ｂ15社長の下でのＡ１の業務等 

ア Ｂ15社長の就任後、Ａ１とＢ15社長とは、面談を週１回行うようにな

った。 

 この面談では、Ｂ15社長がＢ２会社の現状について説明した上で、Ａ

１が助言を行うことや、Ｂ15社長の指示を受けて面談後にＡ１が社会的

な動向等の調査を行い、調査結果を報告することがあり、数か月に１回

程度は、Ａ１からＢ15社長に新規事業に関する提案をすることもあった。 

 ５年10月頃、Ｂ２会社が雇用している障害者の契約社員（１年間の有

期雇用契約）について、契約期間の累計が５年を超えてきたことから、

Ａ１は、Ｂ15社長からの依頼を受けて、そのような状況に対応した人事

制度の立案をＢ15社長と一緒に担当したことがある。 

イ Ｂ15社長の就任後、時期の詳細は不明であるが、遅くとも本件審問が

行われた５年10月頃から６年３月までの間、Ａ１は、Ｂ15社長との面談

を行うため週１日はＢ２会社に出勤し、週４日は基本的に在宅勤務を行

っていた。 

４月以降、Ａ１は、週４日の在宅勤務を行わなくなり、Ｂ２会社に出

勤するようになった。 

ウ ２月20日、Ｂ15社長は、Ａ１と面談した際、Ｂ２会社の新規事業とし

て水耕栽培に関する調査を行うよう指示し、翌21日、Ａ１は、Ｂ15社長

に水耕栽培に関する他社の事例を報告した。 

エ ５月14日、Ｂ２会社は、Ａ１に対し、同日付けの「2024年度業務につ

いて」と題する文書（以下「６年５月14日付業務指示文書」という。）を

交付して、業務を指示した。 

この文書には、以下の記載がある。 

「１．新規事業探索 

①水耕栽培の事業検討 
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②農園業務拡大検討 

③その他新規事業探索 

２．事業立ち上げ支援 

  ①ＤＸ業務（物流貨物入出管理登録） 

  ②会社紹介（Ｙ１会社およびグループ会社へのＢ２会社紹介） 

３．ＳＥ管理業務 

  ①情報セキュリティ整備 

   ②日常業務支援 

４．その他（社長特命事項）」 

オ ５月21日、Ｂ15社長は、Ａ１に対し、「内規案策定のお願い」と題する

文書を交付し、①介護休業、②育児休業及び③副業・兼業に関する内規

について、会社の規程や厚生労働省の資料を基に、Ｂ２会社として運用

が可能な内規案の「たたき台」を同月28日までに作成し、内規案を６月

４日までに作成するよう求めた。 

５月27日、Ａ１は、Ｂ15社長に対し、上記の内規案の作成・管理に関

する方針を報告した。 

カ ６月５日、Ｂ15社長は、Ａ１に対し、メールを送信した。 

このメールには、①会社からの出向者（管理職）は半期ごとの目標設

定を行う必要があるが、本日時点でＡ１の目標設定の入力が確認できて

いないので、改めて、同人が取り組むべき業務の６年度上期の目標案を

書面にて示す、②これは、Ａ１がこれまで複数回の面談にて目標設定を

拒んできたこと及び「上司・部下間での合意が難しい場合、上司の業務

指示を優先して目標／達成目標を設定」するよう人事評価のマニュアル

に明記されていることを勘案して、Ｂ15社長が６年度の運営計画に沿っ

て示した内容を６年度上期の目標として目標設定シートに入力するよ

う業務として指示するものである旨の記載がある。 

このメールに添付された資料は以下のとおりである。 

(ア) ６年度の運営計画 

「安心安全／ゼロ災の取り組み」、「Ｂ６グループへの貢献」、「地域

社会への貢献」、「社員の定着」及び「経営基盤の確立」の五つの実施
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項目が記載されており、「Ｂ６グループへの貢献」及び「経営基盤の確

立」の実施目標及び実施内容として、下表の記載がある。 

実施項目 実施目標 実施内容 

Ｂへの貢

献 

グループの障害者雇用

率改善 

法定雇用率未達グループ会社の支

援（厚労省24年度2.5％以上） 

事業・サービスの拡大 〇〇事業所の受託業務の拡大 

グループ会社支援事業の受託推進 

新規事業の創出 

経営基盤

の確立 

ガバナンス体制の整備 

事業計画達成 

スタッフ退職者の引継

ぎ 

もにす（注：厚生労働省が実施する

「もにす認定制度」のことと推認さ

れる。）をガイドラインとした経営 

事業計画の遂行 

あらたな管理体制づくり 

    (イ) 障害者雇用率に関する資料 

厚生労働省の労働政策審議会の資料が引用され、障害者雇用促進法

に基づく障害者雇用率が５年度は据え置かれ、６年度から段階的に引

き上げられる旨の記載がある。 

    (ウ) Ａ１の６年度上期の目標案 

６年５月14日付業務指示文書（前記エ）で指示のあった「新規事業

探索」及び「業務立ち上げ支援」について、「Ｙ１会社およびグルー

プ会社の事業切り出しマネージメント」、「事業計画書作成、スタッ

フと協力して施行計画策定実施」、「「物流貨物入出管理登録業務」

立ち上げ」といった内容が記載されるとともに、目標管理の対象とな

る実施件数や期限が示されている。 

また、６年５月14日付業務指示文書で指示のあった「社長特命事項」

について、「ガバナンス関連対応（不足規程類の整備）」及び「業界

調査や関連機関へのヒアリング」と記載され、「ＳＥ管理業務」につ

いて、「日常業務支援」と記載されている。 

キ ６月14日、Ａ１は、Ｂ２会社の職員からの意見を踏まえて、農園業務・

水耕栽培に関する事業検討の一環として、特別支援学校に電話を掛けた
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ところ、Ａ１が氏名や社名（Ｂ２会社）を名乗らず、威圧的だったなど

として、当該学校からＢ２会社にクレームがあった。 

６月18日、Ｂ15社長が、Ａ１に対し、上記のクレーム内容と会社とし

ての対応などを整理するようメールで指示すると、同月19日、Ａ１は、

①Ｂ２会社への出向期間が満了している（注：会社の出向規程において

出向期間は原則３年間とする旨が定められていること（後記10⑵）を踏

まえた主張と推認される。）中で、同社の社名を使ったことは一度もなく、

名乗らずに話を進めた、②当該学校側が威圧的と感じたのは、農園業務・

水耕栽培によい印象を持っていない相手方に、農園業務・水耕栽培を新

たな業務として実行する立場で聞いたからだと考える、③障害者雇用率

確保のために障害者を雇用してから業務を探すのではなく、親会社（注：

会社のこと。）から業務を切り出して、その業務に見合った能力のある障

害者を雇用する必要がある旨をメールで回答した。 

ク ６月19日、Ａ１は、Ｂ２会社に対し、水耕栽培の事業検討に関して、

候補となる作物の案等を報告するとともに、新規事業としてマッサージ、

社内メール便（後記13参照）の仕分け作業、会社の自動車の洗車、ゴル

フ場やビルの清掃等を列挙した文書を提出した。 

ケ ７月以降、Ａ１は、Ｂ２会社において農作業に従事することがあった。 

     なお、Ａ１が業務命令として専ら農作業に従事するよう指示を受けて

いたか否かについては当事者間に争いがある。 

８ 本件出向以降の労使関係 

⑴ 平成28年から本件申立てまでの労使関係 

組合と会社との間では、28年５月２日の団体交渉申入れ以降、令和２年

９月27日までの間、やり取りは行われておらず（前記２⑶ウ）、同月28日及

び10月28日に組合が会社に団体交渉を申し入れたか否かについては当事

者間に争いがある（争点１）。 

組合は、10月28日のＡ１とＢ３監査役との面会（前記５⑵）後、３年８

月30日付けの団体交渉申入書（以下「３年８月30日付団体交渉申入書」と

いう。）を送付するまでの間、会社に対し、少なくとも文書による本件団体

交渉申入書に対する回答の督促や再度の団体交渉申入れは行っていない。 
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⑵ 第１回団体交渉（立会団交）の開催が決まる前の経緯 

ア ３年８月30日付けの団体交渉申入れ 

本件申立て（前記６⑴）後の３年８月30日、組合は、会社に対し、３

年８月30日付団体交渉申入書を社内メール便（後記13参照）で送付し、

Ａ１の業務及び解雇復帰に伴う労働条件等を協議事項として団体交渉

を申し入れた（３年８月30日付団体交渉申入書には、本件団体交渉申入

書に関する記載はない。）。 

９月９日、会社は、組合に対し、３年８月30日付団体交渉申入書を社

内メール便で受け取ったので団体交渉を開催したく、団体交渉の候補日

を連絡する、コロナ禍ではあるが双方の理解がより深まると思うので対

面で実施したい旨を記載したメールを送信した。 

９月10日、組合は、会社に対し、団体交渉には決定権のある会社の役

員が出席するよう求めるとともに、団体交渉の進め方に係る組合の考え

方として、「まず、団体交渉の議題について、これまで、個別の面談で、

人事部から回答を頂けなかった事項が、今度は団体交渉での要求事項に

変わり、回答になります。したがって、すでに人事部との個別の面談で

Ａ１から提出している資料について、書面での回答をＡ１宛に返送くだ

さい。その上で、会社から頂いた回答をこちらでも精査して、会社から

の回答に対し理由、疑問点を団体交渉で質問するという形式で団体交渉

を進めさせて頂きたいと思います。」と記載したメールを送信した。 

 ９月10日、会社が、組合に対し、組合側の主張は団体交渉で聞き、会

社の見解も団体交渉で話をする、会社側の出席者はＢ13人事部長、Ｂ９

グループ長及びＢ７弁護士である旨を記載したメールを送信すると、同

月13日、組合は、「これは不誠実団体交渉であると考えます。したがって、

ご指定の日時の団体交渉には参加できません。」と記載したメールを返

信した。 

イ ３年９月28日付けの団体交渉申入れ 

 ９月28日、組合は、会社に対し、同日付けの団体交渉申入書及び「要

求事項」と題する文書（以下「３年９月28日付要求事項」という。）を送

付し、Ａ１の業務及び解雇復帰に伴う労働条件等を協議事項として団体
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交渉を申し入れた。 

３年９月28日付要求事項には、①３年９月10日付けの業務指示（前記

７⑴ア）について、指示された業務は困っている職員の業務応援であり、

一時的な補助業務のためにＡ１が在籍出向を続けなければならない理

由の回答を書面で求める、②３年９月14日付けの業務指示（前記７⑴イ）

について、規程の整備という業務指示はこれが３回目であり、規程の整

備を行っても、上司が承認を忘れ、就業規則を周知せず、労働基準監督

署へ36協定を届け出ず、規程のデータを紛失することの繰り返しであり、

無意味な業務を何度もやらされている理由及び規程を紛失した上司本

人ではなくＡ１が代わりに探さなくてはならない理由の回答を書面で

求める旨が記載されている。 

９月30日、会社は、組合に対し、上記の団体交渉申入れについて、事

実関係を調査の上、団体交渉の日程を調整し、組合側の主張を団体交渉

で聞いた上で会社の見解も団体交渉で話したい旨を文書で回答した。 

ウ ３年11月８日付けの団体交渉申入れ 

11月８日、組合は、会社に対し、本件団体交渉申入書（を受け取って

いないという本件審査手続における会社の主張（前記６⑵））、Ａ１の業

務及び同人の解雇復帰に伴う労働条件等を協議事項として団体交渉を

申し入れ、同月15日、会社は、申入れのあった団体交渉について同月22

日の開催を提案し、会社側の出席者はＢ13人事部長、Ｂ９グループ長及

びＢ７弁護士を予定している旨を記載したメールを返信した。 

  11月16日、組合は、会社に対し、Ａ１がＢ14社長からＢ２会社が社外

監査を受ける準備を手伝うよう業務指示を受けており、同月22日はＢ２

会社を休めず団体交渉への出席が難しい旨を記載したメールを送信し、

同日、会社は、然るべき時期になったらＡ１から都合のよい日程をいく

つか挙げてもらいたい旨を記載したメールを返信した。 

エ ３年11月19日付けの要求事項 

(ア) 同月19日、組合は、同日付けの「要求事項」と題する文書（以下「３

年11月19日付要求事項」という。）を会社に送付した。 

   ３年11月19日付要求事項には、要旨以下ａ及びｂの記載がある。 
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   ａ ３年９月28日付要求事項に対して、会社は、同年９月30日付けの

回答により、事実関係を調査の上で団体交渉の日程を調整するとい

う不誠実な対応をしたが、36協定が労働基準監督署へ届出されずに

残業、休日出社が行われるなど違法な労働環境になっているという

要求事項は、緊急に解決すべき重大な問題のはずである（注：３年

９月28日付要求事項には、Ｂ２会社が36協定を労働基準監督署へ届

け出ていない旨の記載がある（前記イ）。）。11月19日、Ａ１は、違法

状態を是正するため、東金労働基準監督署へＢ２会社の36協定の届

出を行い、本日より有効となった。会社はＡ１が業務を拒否すると

主張するが、同人はＢ２会社の人事の業務を代行して行い、違法状

態を是正している。 

   ｂ 本件団体交渉申入書を受け取っていないとの会社の主張につい

て、Ａ１は、２年10月28日に団体交渉の窓口であるＢ３監査役を訪

ね、本件団体交渉申入書を持参し、解雇からの復帰に伴う対応がで

きるように団体交渉の回答を依頼したので、Ｂ３監査役に確認すれ

ば問題は解決するはずである。確認のためにＢ10社長及び団体交渉

窓口であるＢ３監査役の団体交渉への出席を求める。 

 (イ) 11月25日、会社は、組合に対し、組合のいう然るべき時期になった

ら都合のよい日程を提案するよう会社は求めていた（前記ウ）ので、

いくつか都合のよい候補日を挙げてもらいたい、３年11月19日付要求

事項について、団体交渉でその趣旨などの説明を聞いた上で会社の回

答も検討する旨を記載した文書を送付した。 

オ ４年１月31日付けの団体交渉申入れ 

  ４年１月31日、組合は、会社に対し、団体交渉申入書を送付し、本件

団体交渉申入書、Ａ１の業務及び解雇復帰に伴う労働条件等を協議事項

として団体交渉の開催を申し入れ、会社が主張する事実関係を確認する

必要があるとして、会社のＢ10社長、Ｂ11常務及びＢ３監査役並びにＢ

２会社のＢ14社長及びＢ８元社長の出席を求めた。 

⑶ 第１回団体交渉（立会団交） 

ア ２月８日、本件審査手続における第３回調査期日が開催され、３月29
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日に当委員会立会いの下で組合と会社とが団体交渉を行うことになっ

た。 

イ ２月15日、組合は、会社に対し、同日付けの「要求事項」と題する文

書（以下「４年２月15日付要求事項」という。）を送付した。 

この文書には、３月29日の立会団交に先立ち、要求事項を以下 (ア)から

(ウ)までのとおり整理したので同月２日までに文書で回答を求める旨が記

載されている。 

(ア) 平成28年６月に発令されたＡ１のＢ２会社への出向期間は既に満了

しており、直ちに会社の本社へ配転させること。 

Ａ１の従前の業務は情報セキュリティの監査等の事務局としてＢ

６グループ全体を統括する業務を行ってきたので、従前の職務に基づ

く業務とすること。 

(イ) 人事評価制度の改善 

(ウ) Ａ１が被ってきた以下①から⑬までの不利益及び諸手当の不備を直

ちに改善すること。 

①解雇復帰後の職位、②賃金減額、③賞与、④厚生年金、⑤健康保

険、⑥退職金、⑦有給休暇を取得できなかったこと、⑧持株会を脱退

させられたこと、⑨カフェテリアプランを受けられなかったこと、⑩

食券が使えなくなったこと、⑪出張旅費が払われていないこと、⑫会

社の指示で和解のための裁判を行ったことの費用補償、⑬その他 

ウ 令和４年３月17日、会社は、組合に対し、４年２月15日付要求事項に

対する回答書を送付した。 

この回答書には、要旨以下の記載がある。 

上記イ (ア)について、平成28年６月に発令されたＡ１のＢ２会社への出

向を解除する予定は現在ない。 

上記イ (イ)について、組合が求める人事制度の変更を行う予定はない。 

上記イ (ウ)で組合が要求した①から⑬までの各項目について、①Ａ１の

復職に際しては、人事総務部分室に配属となる以前の職位及び評価に基

づいてこれに相当する職位（６Ｅ）に位置付けたもので、解雇復帰後の

職位は正当であり、29年４月から導入された会社の役割等級制度につい
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て別件訴訟では何ら請求がなかった、②賃金減額の補償は別件訴訟で争

われ、会社は判決で明示された内容を既に履行している、③賞与の補償

は別件訴訟で争われ否定されている、④厚生年金及び⑤健康保険の補償

について、Ａ１の資格は回復している、⑥退職金の補償は別件訴訟では

何ら請求がない、⑧持株会を脱退させられた補償について、持株会は従

業員が構成する会社とは別の組織である、⑦有給休暇を取得できなかっ

た補償及び⑫（組合が主張している）会社の指示で和解のための裁判を

行ったことの費用補償は会社が支払う性質の事項でない、⑩食券が使え

なくなった補償は会社外部の食堂運営会社に対する債権である、会社の

不法行為を前提とする機会損失に対する損害賠償請求（④⑤⑥⑨⑩）に

は応じられない。 

エ ３月18日、組合は、会社に対し、「要求事項⑵」と題する文書を送付し

た。 

この文書には、会社の上記ウの回答書が回答の理由や根拠の説明もな

く誠実な回答内容になっていないため、再度検討して３月24日までに文

書で回答を求める旨や、組合はこれまでに団体交渉申入書、要求事項及

び（本件審査手続において組合が提出した）準備書面で要求してきた全

ての事項が従前の要求項目として交渉途中にあると考えているが、集中

的に議論するために議題を絞って３月29日の団体交渉を実施する旨が

記載されている。 

 ３月28日、組合は、会社に対し、「要求事項⑶」と題する文書を送付し、

上記の「要求事項⑵」に対する回答がないことに抗議するとともに、会

社内にコンプライアンスを推進する新たな組織の設置を提案するので、

Ａ１の出向解除後は同人の職位を見直し、同人が活躍できる職場・業務

を与えるよう求めた。 

オ ３月29日、組合と会社との間で、当委員会の立会いの下で第１回団体

交渉が行われた。次回の団体交渉は、６月３日に再度当委員会立会いの

下で行うこととなった。 

⑷ 第２回団体交渉（立会団交） 

ア ５月９日、組合は、会社に対し、「要求事項⑷」と題する文書を送付し
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た。 

この文書には、①Ｂ２会社には出向規程などの規程類が存在しなかっ

たが、Ａ１が規程類を作成・提案した結果、３月28日の取締役会で承認

されて違法状態の改善が進んだ、②上記の取締役会においてＢ８元社長

が提出して承認されたＢ２会社の就業規則など全ての規程類を書面で

提出することを求める、③会社が主張する在籍出向の根拠を書面で示す

ことを求める、④以上の書面提出の期限を５月27日までとする旨が記載

されている。 

イ ５月31日、組合は、会社に対し、「要求事項⑸」と題する文書を送付し

た。 

この文書には、上記アの要求に対する回答がないことに抗議するとと

もに、①Ａ１がＢ14社長及びＢ８元社長の指示に従わないという第１回

団体交渉における会社の回答は事実を確認していない不誠実な回答で

あること、②会社はＡ１が上司の指示に従わず、Ｂ２会社の就業規則な

どの規程類を作成しないと主張するが、事実としてはＡ１が業務を手伝

っても、業務の担当者であるＢ14社長やＢ８元社長が仕事をせず、資料

を放置・紛失することの繰り返しであり、Ａ１はＢ15社長からも規程類

を探すよう指示を受けているが、無駄な同じ作業を繰り返しさせられて

いる旨が記載されている。 

ウ ６月３日、組合と会社との間で、当委員会の立会いの下で第２回団体

交渉が行われた。 

⑸ 出向条件の通知等 

ア ６月27日、組合は、会社に対し、「要求事項⑹」と題する文書を送付し

た。 

     この文書には、第２回団体交渉において、会社はＢ２会社の規程類の

作成・承認が行われない原因を、担当業務ではないにもかかわらずＡ１

の責任にし、同人が業務命令に従わず業務をしないと主張したが、６月

23日のＢ２会社の取締役会ではこれまでの経営者が業務を行わなかっ

た結果であると説明・承認されている、また、定款の不備によりＢ２会

社は会社法違反の状態にあったが、法務局からの指摘を受けて、社内規
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程の改正・制定及び法務局への登記の届出の不備に係る再発防止のルー

ル化が承認されて業務の改善が報告され、Ａ１が違法行為の是正を行っ

た旨の記載がある。 

 ７月21日、組合は、会社に対し、「要求事項⑺」と題する文書を送付し

た。 

イ ７月21日、会社は、Ａ１のＢ２会社への出向条件を記載した同日付け

の文書を作成し、その写しを本件審査手続の証拠として当委員会及び組

合に提出した。この文書には、「出向期間 原則として３年とする。ただ

し、出向目的の達成状況などにより、出向期間を延長または短縮するこ

とがある。」、「担当業務 社長特命業務、ＳＥ担当、その他総務業務」な

どの記載がある。 

⑹ 第３回団体交渉 

ア ８月15日、組合は、会社に対し、同日付けの団体交渉申入書及び「要

求事項⑻」と題する文書（以下「４年８月15日付要求事項」という。）を

送付し、Ａ１のＢ２会社への出向期間が満了しているため会社へ復職さ

せることを協議事項として、団体交渉を申し入れた。 

イ ８月25日、組合と会社との間で、第３回団体交渉が行われた。 

ウ ９月８日、会社は、組合に対し、４年８月15日付要求事項について、

「当該要求はお断りいたします。」と記載した９月８日付けの回答書（以

下「４年９月８日付回答書」という。）を送付した。 

⑺ 第４回団体交渉 

ア ９月13日、組合は、会社に対し、同日付けの団体交渉申入書及び「要

求事項⑼」と題する文書（以下「４年９月13日付要求事項」という。）を

送付して、団体交渉を申し入れた。 

４年９月13日付要求事項には、①第３回団体交渉において、会社が、

Ａ１の会社への復帰先を探した上で回答書を提出すると約束したにも

かかわらず履行しないことに抗議し、改めて書面回答を求める、②平成

28年出向から７年が経過しており、直ちに出向の解除を求める、③出向

解除後の労働条件は従前によるものとし、具体的な配属先などの労働条

件は労使協議の上決定することを求める旨などの記載がある。 
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イ 10月３日、組合と会社との間で、第４回団体交渉が行われた。 

⑻ 本件出向の解除要求に対する会社の回答書 

ア 10月４日、組合は、会社に対し、同日付けの団体交渉申入書及び「要

求事項⑽」と題する文書（以下「４年10月４日付要求事項」という。）を

送付して、団体交渉を申し入れた。 

４年10月４日付要求事項には、①本件出向を継続する具体的な理由の

根拠・説明について10月10日までに書面での回答を求める、②会社はＡ

１が出向先で指示されたことをやらない旨を団体交渉で主張している

が事実と異なる、本来の担当者がやらない業務をＡ１が補助しているに

すぎない、③平成28年出向から７年が経過しており、直ちに出向を解除

して会社への復職を求める旨などの記載がある。 

10月12日、19日及び25日、組合は、会社に対し、４年10月４日付要求

事項に対する回答がないことに抗議する文書を送付した。 

イ 10月28日、会社は、組合に対し、４年10月４日付要求事項に対する同

月28日付けの回答書（以下「４年10月28日付回答書」という。）を送付し

た。 

この文書には要旨以下 (ア)及び (イ)の記載があり、この回答書に記載のな

い事項は団体交渉において説明するとされている。 

    (ア) 出向を継続する具体的な理由の根拠・説明について 

      Ｂ２会社では、現在のところ、毎週１回社長とＡ１とが二人で打合

せを行い、社長からＡ１に対し、経営上の課題に関する指示が出され、

Ａ１から社長に報告が行われるなどして、同社は経営上の各種課題に

対し対応している、Ａ１も、自分の担当業務ではないなどと主張はし

つつも、自分は社長からの指示に対し適宜対応していると自負してい

る。 

      今後も、小規模なＢ２会社においては、経営上の各種課題に対し社

長を補佐する役割は有益と考える。 

      もっとも、Ａ１は、同社への出向後、会社の規程で定められた目標

設定などを一貫して行っておらず、適式の人事評価が得られていない

状態が継続しているので、改善を求める。 
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    (イ) 出向を解除し会社への復職を求める要求について 

      ４年９月８日付回答書で回答したとおりである。 

ウ 11月２日、組合は、会社に対し、同日付けの「抗議及び再要求書」と

題する文書を送付した。 

  この文書には、①４年10月28日付回答書は組合の要求事項に対する回

答になっておらず、不誠実な対応に厳重に抗議する、②Ａ１のＢ２会社

への出向を直ちに解除し会社へ復職させることを求める、③会社は、Ａ

１の会社への復帰先を検討したと団体交渉で説明していたが、出向期間

が既に満了している中で、会社はどのようにして復帰先を探したのか及

び就業規則を守らずに出向を継続する具体的な理由の根拠・説明につい

て、書面で回答を求める、④他人が担当する業務の相談や作業の補助な

どは一過性の過小な業務協力であり本来のＡ１の担当する業務ではな

い旨が記載されている。 

エ 11月17日、組合は、会社に対し、同日付けの「抗議及び再要求書」と

題する文書を送付した。 

この文書には、要旨以下 (ア)及び (イ)の記載がある。 

    (ア) 会社の４年10月28日付回答書は、他人が担当する業務をＡ１の業務

のように説明しているが、他人の業務の相談相手や作業補助など一過

性の過小な業務をＡ１の出向を解除しない理由にされては困る、これ

らは本来Ａ１の担当する管理職としての業務ではない、組合が求めて

いる業務とは人事総務部分室へ異動する前にＡ１が担当していたＢ

６グループ全体を統括する管理職としての業務のことである、会社の

４年10月28日付回答書は組合の質問に対する回答になっておらず、Ｂ

２会社へ事実確認の上、回答の再提出を求める。 

(イ) Ｂ２会社からＡ１への業務指示については、他人が担当する業務の

補助作業や助言など、指示された全ての業務を行っており、11月15日の

Ｂ15社長とＡ１との打合せにおいて、Ａ１の業務遂行に不手際がある

か確認したところ、Ｂ15社長から「非常に助かっている。業務をやらな

かったのは過去の経営者であり、あなたが業務をきちんとやっている

ことはＢ13人事執行役員（注：Ｂ13人事部長のこと。）へも報告してい
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る。」と言われており、何ら問題なく遂行しているので、団体交渉で事

実に基づかない非難をしないこと。 

オ 12月５日、会社は、組合に対し、11月２日付け及び17日付けの「抗議

及び再要求書」に対する12月５日付けの回答書（以下「４年12月５日付

回答書」という。）を送付した。 

４年12月５日付回答書には、要旨以下 (ア)から (カ)までの記載がある。 

(ア) これまで会社が回答書を提出するたびに、組合から、要求事項と回

答がかみ合っていないとか、会社が団体交渉で提出を約束した事項と

回答書の内容が異なるなどと抗議されてきた、これに対して会社は団

体交渉において要求事項と回答内容に食い違いはない旨を説明する

とともに、組合が「団体交渉で会社が提出を約束した」と主張する根

拠について質問したが、組合から明確な回答がなく、会社は対応に苦

慮してきた、会社としては団体交渉を開催し、要求の経緯や理由など

を聞いた上で回答したいと考えており、団体交渉の開催を度々提案し

たが、応諾してもらえないので、本書面で回答する。 

(イ) 出向を解除し会社への復職を求める要求について 

      ４年９月８日付回答書のとおりである。 

組合は、同回答書が４年８月15日付要求事項の回答になっていない

と主張するが、組合が求める協議事項として「ただちに出向元Ｙ１会

社へ復職させること」とあり、これに対する回答として同回答書は整

合している。 

(ウ) 会社がＡ１の復帰先をどのように探したのかについて 

Ａ１は、会社において管理職位にあり、現在の勤務部署（Ｂ２会社）

において主として社長特命事項及びＳＥ担当を担当しており、現在で

は、上長の努力により業務指示に対して一定の業務遂行は見られるが、

「自分の担当業務ではない」、「お手伝いの業務をしているだけだ」と

言い続けており、会社の規程で定められた目標設定などをＢ２会社に

おいて一貫して行っておらず、適式の人事評価が得られない状態が継

続しており、このような業務態度及び評価である者を配置できる職場

はない。 
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(エ) 組合は、会社が「就業規則を守らない対応をする」と主張するが、

会社の出向規程では、「出向期間は原則として３年間とする。ただし、

出向目的の達成状況などにより、出向期間を延長または短縮すること

がある。」と定めている。Ａ１が上記のような業務態度であること及び

４年10月28日付回答書に記載したとおり、小規模であるＢ２会社の経

営上の各種課題に対し社長を補佐する役割は有益であることから出

向を延長しているものであり、就業規則にのっとった取扱いである。 

(オ) 出向を継続する具体的な理由の根拠・説明については、４年10月28

日付回答書のとおりである。 

(カ) Ａ１は業務指示を遂行しており、いわれのない非難をしないことと

の要求について、同人は、上記 (ウ)のとおり、現在では上長の努力によ

り一定の業務遂行は見られるが、「自分の担当業務ではない」、「お手伝

いの業務をしているだけだ」と言い続けており、会社の規程で定めら

れた目標設定などを一貫して行っていないので、これらの点の是正を

求める。 

⑼ 第５回団体交渉 

ア 12月６日、組合が会社に団体交渉の開催要求に対する会社からの回答

がない旨を記載したメールを送信すると、翌７日、会社は同月12日の団

体交渉開催を提案する旨を記載したメールを返信した。 

12月８日から９日にかけて、組合は、会社に対し、①当委員会の本件

審査手続において審問の準備をしているこの段階で、「会社が提案する

12月12日の団体交渉の議題は何についてですか。組合が提出した準備書

面⑹についてですか。教えてください。」と記載したメール及び②４年12

月５日付回答書は本件審査手続において組合が提出した準備書面⑹の

内容を反映していないとして、準備書面⑹の内容を含めた回答書の提出

を求める旨を記載したメールを送信した。 

12月９日から11日にかけて、会社は、組合に対し、①「団体交渉の必

要性はそちらで判断してください。」と記載したメール、②団体交渉の日

程として同月12日を提案している旨を記載したメール及び③本件審査

手続において組合が提出した準備書面について、本件審査手続外で回答
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を行うことは考えておらず、本件審査手続内で反論を行うものである旨

を記載したメールを送信した。 

12月11日、組合が、会社に対し、本件審査手続が審問に向かうこのタ

イミングでは、組合が提出した準備書面の内容を含んだ団体交渉しか考

えていない旨を記載したメールを送信すると、会社は、組合からのメー

ルによれば会社が提案した日程での団体交渉に応諾される意思がない

ものと判断されるのでキャンセルする旨を記載したメールを返信した。 

イ 12月12日、組合は、会社に対し、「抗議及び団体交渉申入書」及び「抗

議及び要求事項⑾」と題する文書を送付した。 

これらの文書には、①会社が提案した団体交渉へ向けて準備を進めて

いる中で突然、団体交渉当日に会社が団体交渉をキャンセルしたことに

抗議し、改めて団体交渉を申し入れる、②組合が本件審査手続で提出し

た準備書面への回答・反論の書面を組合へ提出するよう求める、③組合

が提出した準備書面の内容を含めた上で組合の要求に対する回答書を

再度提出するよう求める旨の記載がある。 

     ５年１月５日及び12日、組合は、会社に対し、組合が会社に要求した

上記の書面提出がないことに抗議する旨を記載した「抗議及び再要求書」

と題する文書を送付した。 

ウ ５年１月25日、会社は、組合に対し、「連絡書」と題する文書を送付し

た。 

     この文書には、①組合が「準備書面⑹に対する会社側の回答」を繰り

返し求め、会社からの団体交渉の日程の提案に応諾せず、会社に団体交

渉の議題は何であるかと質問したことから、組合が団体交渉で取り上げ

る議題がないのではないかとの疑義が生じた、②５年１月５日及び12日

付けの組合の書面からは、組合は団体交渉の開催を会社に求めているよ

うだが、４年12月12日に送付された「抗議及び団体交渉申入書」には議

題が明示されておらず、この間の経緯からして、会社の準備書面を読ん

だ上で団体交渉の議題を組合が検討するものと思われ、会社は同月25日

に当委員会に準備書面を提出し、組合にも送付しているので、議題を具

体的に明示してもらいたい旨の記載がある。 



- 36 - 

 

     ５年１月26日、組合は、会社に対し、会社が提出した準備書面に対す

る反論の準備書面を提出する予定であるなどと文書で回答した。 

エ ２月13日、組合と会社との間で、第５回団体交渉が行われた。 

⑽ 第６回団体交渉 

ア ３月７日、会社は、組合に対し、在籍出向時の労働条件の通知に関す

る会社の見解を記載した回答書を提出した（第５回団体交渉において、

組合から会社に対し、上記事項について回答の要求があったものと推認

される。）。 

この回答書には、①法律上、在籍出向は、就業規則上の出向条項及び

出向の条件等について詳細に定めた規程があれば、使用者は出向を命ず

ることができるとされており、対象労働者と出向先との間で具体的に労

働契約が必要となるものではないとされていること、②会社においては、

㋐就業規則に出向条項が存在し、出向規程に出向の条件等の詳細が定め

られており、㋑出向先と「出向に関する協定書」を締結し、出向元と出

向先との労働契約関係の割り振り内容を定めていること、③在籍出向時

に労働条件を明示する必要があるか否かについては必要説と不要説の

両方があるが、必要説に立っても会社の対応に実質的な不都合はない旨

の記載がある。 

イ ３月10日、組合と会社との間で、第６回団体交渉が行われた。 

⑾ 第７回団体交渉 

ア ５月から６月にかけて、組合は、会社に対し、本件出向を解除してＡ

１を会社に復職させることを求めて、団体交渉を申し入れた。 

６月28日から29日にかけて、会社は、組合に対し、団体交渉の候補日

を提案するとともに、組合の求める回答については、これまでの団体交

渉及び本件審査手続において会社の見解を明らかにしているところで

あるが、更に必要があれば団体交渉で説明する旨を回答した。 

イ ７月から12月にかけて、組合は、会社に対して団体交渉の申入れを複

数回行い、組合と会社との間で、団体交渉の日程、出席者、組合が会社

に団体交渉に関する連絡をする際の連絡先、団体交渉の前に事務折衝を
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行った方がよいか否かについてのやり取りがメールで行われた。 

ウ 12月11日、組合と会社との間で、第７回団体交渉が行われた。 

⑿ 亀戸労働基準監督署による是正勧告 

 10月17日、Ａ１は、亀戸労働基準監督署に対し、会社の就業規則のうち、

①出向の取扱いに関する細則、②賃金規程の総合職の資格給及び③退職手

当規程の一部について、就業規則では別途定めるとされているが、その別

途定めたものが届出及び周知されておらず、平成26年の同一内容の申告に

対して是正勧告が行われたが（前記２⑴ウ）、改善されずに現在に至ってお

り、当時の規定から変更されている可能性もあるとして指導を求めた。 

令和５年11月16日、亀戸労働基準監督署は、会社に対し、賃金規則等の

一部を変更しているにもかかわらず、就業規則を変更し、これを所轄労働

基準監督署長に届け出ていないことが労働基準法第89条の違反事項に該

当し、賃金規則等の一部を労働者に周知していないことが労働基準法第

106条の違反事項に該当するとして、是正勧告を行った。 

なお、11月９日、会社の内部通報窓口を担当する外部の弁護士が、会社

に対し、Ａ１から、会社が平成26年の亀戸労働基準監督署の是正勧告に従

わないので是正を求めるとの内部通報があった旨を報告している。 

⒀ 第８回団体交渉 

ア 令和６年１月13日、組合は、会社に対し、「団体交渉申入書及び要求書」

を送付し、①会社が亀戸労働基準監督署から受けた是正勧告の内容と具

体的な対応の提示、②Ａ１の解雇から復帰までの労働条件（人事評価、

給与、賞与、健康保険、年金、持株会及び財形貯蓄）の改善の進捗状況

などについて、団体交渉を申し入れた。 

同日、会社は、組合に対し、組合からの従前のメールによると今回は

事務折衝の申入れであると理解しており、１月16日又は18日の事務折衝

の開催を提案する、組合の要求に通ずるものとして、まずは会社の処遇

制度の説明を行いたい旨を記載したメールを返信した。 

１月15日、組合が、会社に対し、事前に資料を貰った上で事務折衝で

は詳細な説明を求めたい旨を記載したメールを送信すると、同月18日、

会社は、既に各種データはイントラネットでＡ１が閲覧できる状態にな
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っているが、今回の事務折衝でも各種の数字を一緒に見ながら説明し、

同人の疑問に答えさせてもらいたい、その際に持ち帰りたい資料や画面

があれば印刷して渡す旨をメールで返信した。 

     １月21日、組合は会社に対して①団体交渉を申し入れたので候補日を

提示すること及び②団体交渉当日までに上記の「団体交渉申入書及び要

求書」と同様の要求事項に対する回答を求める旨を記載したメールを送

信し、同月25日、会社は、２月５日の団体交渉開催を提案する旨を記載

したメールを返信した。 

イ ２月５日、組合と会社との間で、第８回団体交渉が行われた。 

  この頃、会社は、組合に対し、組合が要求していた賃金テーブルを開

示した。 

ウ ２月７日、組合は、会社に対し、同日付けの「団体交渉申入書及び要

求書」（以下「６年２月７日付要求書」という。）を送付し、団体交渉を

申し入れるとともに、２月22日までに、①会社が亀戸労働基準監督署か

ら受けた是正勧告の内容及び具体的な対応の提示、②Ａ１の解雇から復

帰までの労働条件（人事評価、給与、賞与、健康保険、年金、持株会及

び財形貯蓄）の改善の進捗状況などについて、書面で回答するよう申し

入れた。 

２月21日、会社は、組合に対し、６年２月７日付要求書に対する会社

の見解を記載した回答書を送付した。 

 ２月27日、Ａ１は、会社に対し、次回の団体交渉を申し入れたいと考

えており、申入れ後に団体交渉の日程調整を行いたい旨を記載したメー

ルを送信した。 

⒁ 第９回団体交渉及び別件申立て 

５月24日、同月28日、同月31日及び６月８日、組合は、会社に対し、上

記各日付けの「団体交渉申入書及び要求書」を送付し、団体交渉を申し入

れるとともに、事前に回答を文書で提出するよう求めた。 

５月24日付けの「団体交渉申入書及び要求書」には、Ａ１はＢ２会社へ

の出向前はＢ６グループ全体のマネジメント業務を担当していたが、出向

後は出向前と同じレベルの業務を与えられず、会社の組織から排除されて
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いるのでその理由の説明を求める旨の記載がある。 

６月13日、組合と会社との間で、第９回団体交渉が行われた。 

８月13日、組合は、当委員会に対し、会社を被申立人として、５月24日

付けの「団体交渉申入書及び要求書」に対する会社の対応が不当労働行為

に当たるなどとして不当労働行為救済申立て（都労委令和６年不第36号。

以下「別件申立て」という。）を行った。別件申立ては、本件結審日現在、

当委員会に係属中である。 

９ Ｂ２会社の運営計画及び中期計画 

⑴ ２年度から５年度までのＢ２会社の運営計画は「ゼロ災の取り組み」（４

年度及び５年度は「安全安心／ゼロ災の取り組み」）、「Ｂ６グループへの貢

献」、「地域社会への貢献」、「社員の定着」及び「経営基盤の確立」の五つ

の実施項目で構成されており、このうち「Ｂ６グループへの貢献」の実施

目標は「グループの障害者雇用率改善」及び「実施・サービスの拡大」と

されており、２年度から４年度までは、これらに加えて「企業風土の活性

化」も実施目標とされていた。 

この２年度から５年度までの運営計画において、「Ｂ６グループへの貢

献」の実施目標である「実施・サービスの拡大」の実施内容には、以下 (ア)

から (オ)までの項目が列挙されている。 

   (ア) グリーン事業の受託拡大（２年度及び３年度のみ） 

   (イ) 〇〇事業所の受託業務の拡大 

   (ウ) 本社～本体の支援事業の受託推進（２年度及び３年度）又はグループ

会社支援事業の受託推進（４年度及び５年度） 

   (エ) 農業事業の拡大と営業収益の確立（２年度及び３年度のみ） 

(オ) 農園事業の事業性確認（４年度のみ） 

⑵ ５年３月28日、Ｂ２会社は、中期計画を策定した。 

    中期計画には、①Ｂ２会社のパーパス（存在意義）が、「Ｂ６グループの

中で障がい者雇用率を守るべく、障がい者が‘働く場’を提供していく」、

「‘働く場’は、「安全で・楽しく・やりがいあるもの」とする」、「将来、

グループ会社が自身で、障がい者を雇用できるように導いていく（Ｂ６グ

ループ／障がい者雇用支援センター機能も視野）」及び「「地域、社会」に



- 40 - 

 

おいて、Ｄ＆Ｉ推進の役目を果たす」であること、②障害者雇用促進法に

基づく５年度からの障害者雇用率は2.7％とされているが、雇入れに係る

計画的な対応が可能となるよう５年度は 2.3％で据え置き、６年度から

2.5％、８年度から2.7％に段階的に引き上げるとされており（厚生労働省

の資料が引用されている。）、Ｂ６グループ全体の４年度の雇用率の実績か

らすると、今後、法定雇用率が2.5％に引き上げられた場合、障害者雇用率

を達成できない可能性がある旨及び③Ｂ６グループの中で障害者雇用率

を確保することがＢ２会社の最大のミッションであり、障害者の採用計画

や障害者が働く業務の拡大（新規事業を含む。）等が中期計画を達成するた

めの課題である旨の記載がある。 

⑶ 平成 29 年 11 月 10 日、Ａ１は、Ｂ２会社のＢ８社長に対し、同社の運営

計画に対する実績が第３四半期まで順調に進捗している旨を報告してい

る。 

10 出向に関する規程等 

⑴ 就業規則 

会社の就業規則には、以下の規定がある。 

「4.51 出    向 

   4.51.1 業務のため必要のある場合は、従業員を出向させる。 

   4.51.2 取り扱いに関する細則は別途定める。」 

⑵ 出向規程 

会社の出向規程には、以下の規定がある。 

  なお、出向規程は、28年６月１日に制定され、29年４月１日に改正され

ているが、以下の規定に変更はない。 

「1.1 目  的 

   この規程は、就業規則４．50
ママ

（出向）に基づき、出向の取り扱いに関

する事項について定める。 

   1.2 定  義 

   この規程において出向とは、Ｙ１会社（以下「会社」という）に籍を

置いたまま、社命により関係会社など（以下「出向先」という）の業務

に従事するために転出することをいう。」 
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「３．所  属 

出向者の人事管理及び各種窓口は下記を原則とする。但し、出向先に

より管轄する事業所が異なる場合がある。 

   ⑴ 総合職及び企画専門職人事部（⑵以下略）」 

「４．労働条件等 

4.1 労働条件 

   出向者は、この規程または出向時に会社と出向先が締結する出向契約

書に特に定めるものを除き、原則として出向先の就業規則他諸規程の定

め及び慣行により勤務する。」 

「4.2 賃金・賞与 

4.2.1 出向者の賃金及び賞与は会社の定めるところにより会社が支

給する。」 

「4.8 出向期間 

   出向期間は原則として３年間とする。ただし、出向目的の達成状況な

どにより、出向期間を延長または短縮することがある。」 

なお、「４．労働条件等」には、社会保険・労働保険、労災保険、年次定

例休暇等、福利厚生、賞罰、勤続年数及び年間総所定労働時間に関する規

定も設けられている。 

  「５．復  帰 

   出向者がつぎの各号に該当するときは、出向を解き復帰を命じる。 

    ⑴出向期間が満了となり延長されない場合 

    ⑵出向の目的が達成または解消された場合 

    ⑶出向中に会社の定年に達した場合 

    ⑷出向先より要請があった場合 

    ⑸会社が特に必要と認めた場合 

   ６．復帰の所属 

   復帰後の所属については、その都度会社が決定する。 

７．その他 

   本規程または出向契約書に定める他、生ずる出向に伴う処遇・条件等

については、都度定める。」 
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  なお、会社には、出向期間を延長又は短縮する際の判断基準を明文化し

た規程はない。 

⑶ 出向に関する協定書 

28年３月１日、会社とＢ２会社とは、「出向に関する協定書」を締結した。

この協定書には、会社からＢ２会社への出向者の出向期間について、会社

とＢ２会社とが協議して個々に定め、出向期間中に会社又はＢ２会社にお

いて出向解除の必要が生じたときは事前に双方協議の上で解除を行う旨

の規定があるほか、出向者のＢ２会社における就業管理、給与、出張旅費、

社会保険、福利厚生等に関する規定が設けられている。 

⑷ 出向者に対する労働条件の通知に関する規定の有無 

  会社の就業規則、出向規程及び会社とＢ２会社との出向に関する協定書

には、会社が出向者に対して出向時や出向を延長する際に出向についての

同意を得る旨の規定はなく、出向時の労働条件を文書で通知する旨の規定

もない。 

11 会社からの出向者数等 

   28年６月１日時点及び令和４年４月１日時点において、会社から出向した

者の出向期間ごとの人数は、下表のとおりである。 

出向期間が４年以上の者は、４年４月１日時点において163名、そのうち10

年以上の者は53名となっている。 

４年４月１日時点における会社からＢ２会社への出向者は２名であり、Ａ

１のほか、出向５年目の職員が１名いる。また、この２名以外に会社からＢ

２会社に転籍した職員が１名いる。 

出向期間（年） 平成28年６月１日時点 令和４年４月１日時点 

３年未満 484名 184名 

３年 57名 33名 

４年 32名 39名 

５年 37名 31名 

６年 30名 12名 
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７年 13名 12名 

８年 20名 10名 

９年 13名 ６名 

10年以上 198名 53名 

合計（出向者数） 884名 380名 

全従業員数 3,513名 3,144名 

12 Ａ１の職級（役割等級）及び賃金月額の推移 

⑴ Ａ１は、平成20年に職級が「Ｐ１」となり、その後、29年４月に新人事

制度が導入されるまでの間も「Ｐ１」であった。Ａ１は、20年当時、Ｂ４

会社に出向していた。 

会社は、29年４月１日、新人事制度を導入した。これに先立ち、会社は、

Ａ１を含む会社の従業員に対し、新人事制度の下での従来の職級に代わる

役割等級及び賃金月額を通知している。 

３月24日、会社は、Ａ１に対し、新人事制度の導入により、同人の職級

（役割等級）が旧人事制度における「Ｐ１」から新人事制度における「６

Ｅ」となり、賃金月額は新人事制度への移行の前後とも48万1,500円である

ことを文書で通知した。 

⑵ Ａ１の職級（役割等級）及び賃金月額の推移は、下表のとおりである。 

年月 
職級 

（役割等級） 
賃金月額 Ａ１の所属 

平成25年４月 Ｐ１ 53万7,000円 Ｂ５会社への出向 

25年５月から26年

３月まで 

Ｐ１ 53万7,000円 人事総務部分室 

26年４月から27年

３月まで 

Ｐ１ 48万8,000円 人事総務部分室 

27年４月から28年

３月まで 

Ｐ１ 48万1,000円 人事総務部分室 
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28年４月から29年

３月まで 

Ｐ１ 48万1,500円 人材開発室（28年５月ま

で）、Ｂ２会社への出向

（28年６月以降） 

29年４月から29年

12月（解雇）まで 

６Ｅ 48万1,500円 Ｂ２会社への出向 

令和２年10月（復

職時） 

６Ｅ 48万6,400円 Ｂ２会社への出向 

13 社内メール便 

会社の本社別館及び各事業所の建物には、メールセンターと呼ばれている

部屋があり、メールセンターには、会社の各部門の部門名が表示された箱が

設置されている。会社の各部門の従業員がメールセンター専用の封筒に文書

を入れ、メールセンターに封筒を持ち込むと、メールセンターの職員が封筒

の宛先となっている部門名の箱に封筒を格納する。そして、各部門の職員は、

少なくとも１日１回はメールセンターを訪れて所属部門宛ての封筒を回収

している（会社では以上の手順で行われる文書交換の方法を「社内メール便」

と呼称している。）。 

２年９月28日、Ａ１は、社員証を作成するため、会社の本社別館を訪れた。 

組合は、９月28日、本社別館を訪れたＡ１がＢ10社長に対して本件団体交

渉申入書を社内メール便で送付したと主張しているが、この送付の有無につ

いては当事者間に争いがある（争点１）。 

第３ 判 断 

１ 組合が、会社に対し、令和２年９月28日又は10月28日付けで団体交渉を申

し入れた事実があったか否か（争点１）、争点１の団体交渉申入れがあったと

認められる場合、同年９月28日又は10月28日付けの団体交渉申入れに対する

会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か（争点２） 

⑴ 当事者の主張 

ア 申立人組合の主張 

２年９月28日、組合はＢ10社長に対して社内メール便で本件団体交渉

申入書を送付したが、会社から回答がなかった。 

Ａ１が同月30日にＢ10社長と面会した際、同席していたＢ11常務に対
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し、団体交渉による復帰の清算などを依頼し、これから進めるとの回答

を得た。Ｂ10社長から「何か困ったことがあったらＢ11君が今後は担当

役員になるので相談してください。」と発言があったので、組合は、再度

Ｂ10社長と面会できることを前提に団体交渉の申入れを考えてきた。 

Ａ１は、10月28日にＢ３監査役と面会した際、本件団体交渉申入書を

提示してこれまでの組合活動や団体交渉の経過を説明した。この面会で

は本件団体交渉申入書に対する回答をＢ10社長に確認して返事をもら

えることになっていたが、その後、会社から回答がなかった。 

イ 被申立人会社の主張 

本件団体交渉申入書は、会社に提出されていない。平成28年５月の組

合からの団体交渉申入れ後、Ａ１から組合について言及があったのは３

年８月30日付団体交渉申入書を受け取ったときが初めてである。 

令和２年８月、別件訴訟について最高裁の上告棄却決定等があり、そ

の頃以降、Ａ１から会社関係者に対して何度か申入れがあり、会社関係

者が面談するなどしたが、いずれもＡ１個人としてのものであり、同人

が組合に言及することはなかった。 

９月30日、Ａ１とＢ10社長とが面会した際の発言は録音のとおりであ

り、Ｂ10社長は今後の組合対応に言及していない。また、この面会には

Ｂ11常務が同席し、同人はＡ１に自己紹介はしたが特に発言しておらず、

組合が主張するような経緯はない。 

Ａ１が10月28日にＢ３監査役と面会した際、Ｂ３監査役に提出したの

は内部通報制度に係る２年10月29日付文書だけである。Ｂ３監査役が団

体交渉の窓口であったなどという事実はなく、団体交渉申入れへの回答

を約束したという事実もない。 

⑵ 当委員会の判断 

ア 組合は、９月28日、会社に対して本件団体交渉申入書を社内メール便

で送付し、また、10月28日、Ａ１がＢ３監査役と面会した際に本件団体

交渉申入書を提示してこれに対する回答を求めたと主張する。 

確かに、９月28日、Ａ１は、社内メール便を取り扱っているメールセ

ンターが所在する会社の本社別館を訪れており（第２．13）、また、10月
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28日にＡ１がＢ３監査役と面会していたこと（同５⑵）からすると、組

合が主張する方法により本件団体交渉申入書を会社に送付又は提示す

ることが可能であったとは認められる。もっとも、組合が主張する方法

によって本件団体交渉申入書が送付又は提示されたことを直接裏付け

るに足りる客観的な証拠はない。 

組合は、９月30日にＡ１がＢ10社長と面会した際、会社がＡ１に対し

て団体交渉による復帰の清算などを進めると回答したと主張するが、上

記の面会において、Ａ１は、自身が組合の執行委員長であることや本件

団体交渉申入書について何ら言及しておらず、Ｂ10社長は、Ａ１の復職

に伴う精算に関して、その窓口は人事部のＢ９グループ長なので相談い

ただきたい旨を発言した（第２．４⑶）にすぎないから、組合の主張は

採用できない。 

他方、会社は、Ａ１が10月28日にＢ３監査役と面会した際、Ｂ３監査

役に提出したのは内部通報制度に係る２年 10月29日付文書だけである

旨を主張するところ、Ｂ３監査役との面会に関して、３年６月にＡ１が

Ｂ13人事部長に送信したメールには、内部通報窓口であるＢ３監査役に

復職の手続を依頼した旨の記載はあるが、本件団体交渉申入書に関する

記載はなく（第２．５⑹ウエ）、会社の主張は、このメールの記載に沿う

ものと評価することができる。 

イ 本件団体交渉申入書の協議事項である、Ａ１の解雇復帰に伴う労働条

件等（第２．６⑵）に係るＡ１又は組合と会社とのやり取りをみると、

２年10月の本件出向の前後において、Ａ１は、Ｂ12取締役（会社の常務

執行役員）や人事部のＢ９グループ長との間で面談を行い、Ａ１の個人

名義で作成された文書を提出して自身の要求内容を伝え（第２．４⑵イ、

同５⑴⑶）、３年４月から６月にかけては、Ａ１とＢ13人事部長との間で、

Ａ１のＢ２会社における業務や健康保険証の交付等に関するメールの

やり取りが行われている（同５⑹）。 

 一方、組合は、２年10月28日のＡ１とＢ３監査役との面会後、３年８

月30日付団体交渉申入書を送付するまでの間、会社に対して文書により

本件団体交渉申入書についての回答の督促や再度の団体交渉申入れを
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したことはなく（第２．８⑴）、また、３年８月30日付団体交渉申入書に

は本件団体交渉申入書に関する記載はない（同⑵ア）。 

そして、組合が３年８月30日付団体交渉申入書により団体交渉を申し

入れた後の９月10日、組合は、会社に対し、団体交渉の進め方に関する

メールを送信しており、このメールには、Ａ１と会社との個別の面談で

人事部から回答がなかった事項が今度は団体交渉での要求事項に変わ

る旨や、人事部との個別の面談でＡ１から提出している資料について、

書面回答をＡ１宛てに行うよう求める記載がある（第２．８⑵ア）。 

ウ 以上からすると、①組合が主張する方法によって本件団体交渉申入書

が送付又は提示されたことを直接裏付けるに足りる客観的な証拠はな

いことに加えて、Ａ１とＢ10社長との面会やＢ３監査役との面会に関す

る経過をみても、本件団体交渉申入書の送付又は提示をうかがわせる事

情はなく、②組合自ら、本件団体交渉申入書の協議事項に関して、本件

出向の前後から３年８月30日付団体交渉申入書を送付するまでの間は

Ａ１が個人として会社と交渉を行っており、３年８月30日付団体交渉申

入書による申入れ以降は団体交渉での要求事項に変わる旨を表明して

いたことや、③Ａ１とＢ３監査役との面会後、会社に３年８月30日付団

体交渉申入書を送付するまでの間、組合が文書により本件団体交渉申入

書に対する回答の督促や再度の団体交渉申入れを行っていないことを

踏まえると、組合が会社に対して２年９月28日又は10月28日付けで団体

交渉を申し入れた事実があったと認めることはできないといわざるを

得ない。 

そして、争点１の事実があったとは認められない以上、争点２につい

ては判断を要しない。 

２ 会社が、Ａ１に対し、①Ａ１が令和２年10月１日付けで会社に復職した際

にＢ２会社へ出向させたこと（本件出向）、②その際同人の賃金を月額48万

6,400円としたこと及び③その後本件出向を解除していないことは、同人が

組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介

入に当たるか否か（争点３） 
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⑴ 当事者の主張 

ア 申立人組合の主張 

(ア) 本件出向について 

人事総務部分室の閉鎖後、Ａ１は同分室に異動する前の業務に戻る

ことを希望し、Ａ１以外の従業員は元の業務へ戻されたが、Ａ１は元

の業務から排除されている。 

別件訴訟でＡ１の出向義務不存在確認請求が棄却されたことは認

めるが、別件訴訟での会社の主張は事実と異なり、出向先のＢ２会社

には同人のキャリアや能力を活かせる業務がない。 

会社は、Ｂ２会社はＢ６グループの障害者雇用という重要な機能を

担っているなどと主張するが、Ｂ２会社の事業計画には障害者雇用の

具体的な数値目標がなく、抽象的な項目を並べただけで、計画と実績

の管理がされていない。Ａ１はＢ２会社の事業計画を知らされておら

ず、会社はＡ１に対して具体的な課題目標を提示できていない。会社

は本気でＡ１を活用してＢ２会社の事業を実行しようとは思ってお

らず、同人を出向させる業務上の必要性はなかった。 

      Ａ１の復職時におけるＢ２会社での業務の実際は、①ホームページ

のデータが格納されているサーバーを探すこと、②Ａ１が解雇前に提

案して放置されていた行政への登録・申請及び実現不可能なコオロ

ギ・カブトムシなどの飼育や放射能に汚染された堆肥に関する調査等

及び③障害者の話し相手である。会社はＡ１の報告が否定的なものば

かりで応用的提案はなかったと主張するが、Ａ１は現実的かつ前向き

な提案をしてＢ２会社の利益に貢献している。 

      組合結成以来、前件申立てから約10年間の長期にわたってほぼ恒常

的に組合と会社とは対立し、緊張関係にあった。前件申立ての取下げ

の直前にＣ１らと会社とが和解をしたのも、組合を分断・弱体化させ

る意図であった。そして、別件訴訟の判決が確定するや、会社は本件

団体交渉申入書を無視してＡ１を出向させており、Ａ１に対して復帰

後長期間にわたって健康保険証や年金などの社会保険の手続を行わ

ず、Ａ１は会社の従業員として福利厚生を受けたくても受けられない
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状態である。 

(イ) 本件出向時のＡ１の賃金を48万6,400円としたことについて 

人事総務部分室への異動前の賃金を基準にすると、組合設立後、Ａ

１の賃金は減額され続け、２年10月に解雇から復帰した後も不利益変

更を受け続けている。会社は、一方的にＡ１の職位を管理職の最下位

である６Ｅとし、人事評価をＤ評価と決めて、賃金月額を48万6,400円

に下げており、経済的な不利益取扱いに当たる。 

(ウ) 本件出向を解除しないことについて 

Ａ１のＢ２会社への出向は平成28年６月１日に発令され、出向規程

で定められた出向期間の３年間は令和元年５月31日までであり、２年

10月１日の復職前に出向期間は満了していた。出向期間を延長するた

めには出向元・出向先・Ａ１の三者での合意が必要だが、出向契約の

締結や労働条件通知書の提示は行われていない。会社は会社のルール

から逸脱した必要性のない出向延長を続けており、Ａ１の出向は組合

に加入すると不利益を被るという恐怖感を従業員に与えるための見

せしめであり、組合嫌悪によるものである。 

会社はＡ１が元の業務へ戻すよう要求していることを認識してい

ながら、人事総務部分室への異動前の業務に戻そうとせず、Ｂ２会社

ではＡ１に週１回30分又は１時間の面談だけの業務しか与えなかっ

た。その後、６年５月14日付業務指示文書に従って、６年８月現在は、

毎日、炎天下で広大な農園での雑草取りや草刈り、そして自ら耕運機

を使って畑を耕すなどの肉体労働をさせられている。Ａ１が障害者雇

用のためにＢ２会社の農園・水耕栽培事業を拡大することの問題点や

疑問点を指摘すると、業務を拒否したものと捉えられ、農園・水耕栽

培の作業に無理やり従事させられた。以前の経験を活かせない業務に

従事させられ、キャリアや能力を磨くことができない職業上の不利益

を受け、畑違いの慣れない仕事に従事させられるという精神的な不利

益も受けている。 

２年10月の本件出向後も誠実な団体交渉が行われず、組合を軽視又

は嫌悪する姿勢に基づく出向延長が続いている。組合が労働基準監督
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署へ働き掛けるなどの組合活動を続けた結果、会社は組合が目障りに

なり、組合を嫌悪し、会社からＡ１を排除して他の従業員に対する影

響を減殺する意図をもって、出向をいまだに解除しないのである。 

イ 被申立人会社の主張 

(ア) 本件出向について 

Ａ１の２年10月の復職に際しては、解雇が無効であれば解雇前の原

職への復帰が原則と考えられた。別件訴訟において、Ａ１の解雇が無

効と判断されるとともにＡ１の出向義務不存在確認請求が棄却され、

平成28年出向の有効性が確認されたことから、会社は上記原則のとお

りＡ１を解雇前の職場に復職させたものであり、全く適法である。 

      会社は、２年10月にＡ１が復職した際、同人に対し、Ｂ２会社にお

ける業務として、①ホームページのリニューアル業務、②新規事業の

企画業務、③システム全般の管理を指示した。Ａ１は、庶務的な仕事

について、「それは管理職である私がやる仕事ではない。」などと言っ

て業務を行おうとしないことがあり、Ｂ２会社のＢ８社長がＡ１の支

障を埋め合わせながら事業を行う状態であった。 

      組合は、何か現業的な作業をさせられているかのような主張をして

いるが、Ａ１の業務としてＢ２会社の新規事業の企画立案がある。新

規事業は障害者の作業になじむものである必要があり、その検討の中

で、Ｂ２会社の取締役がＡ１に可能性のある新規事業を提案し、同人

に実地で検討してもらうことはあり得ることであって、あくまで企画

立案の一環として行うものである。また、新規事業の提案として全く

相当な事柄ばかりであり、何ら不当なものではない。 

      その他、障害者の生育した農産物の収穫などで臨時にＢ２会社の職

員の手伝いが必要になることもあり得るが、これもＢ２会社の一職員

としての業務の一環であることは疑いがない。 

(イ) 本件出向時のＡ１の賃金月額を48万6,400円としたことについて 

Ａ１の解雇時の賃金月額は48万1,500円であり、それに解雇期間中

の定期昇給分4,900円を付加した金額を復職時の賃金月額としたもの

であって、至極妥当である。 
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 組合は、解雇時の賃金月額がそもそも不当な金額であったかのよう

な主張をしているが、別件訴訟において、Ａ１は平成28年４月以降の

賃金月額を争っておらず、確定判決では解雇期間中の賃金月額が48万

1,500円であると認定されて会社にバックペイが命じられており、会

社が解雇時の賃金月額48万1,500円を基に復職後の賃金を決定したこ

とに何ら問題はない。 

(ウ) 本件出向を解除しないことについて 

 Ａ１の出向を継続していることと、Ａ１が組合員であることとは何

ら関係がない。会社では、令和４年４月１日時点で全従業員3,144名中

380名が出向しており、そのうち出向期間が４年を超えている者は163

名、そのうち10年を超えている者が53名である。会社の出向規程にお

いても、出向期間は原則として３年間とするが、出向目的の達成状況

などにより出向期間を延長又は短縮することがあると明示されてい

る。会社において、長期間出向が継続することは何ら特別なことでは

ない。 

 組合は他の長期出向者とＡ１とでは事情が異なるとか、Ａ１の出向

は会社のルールに沿ったものではない旨を主張しているが、会社では

他社へ出向させる者に対して労働条件通知書等を交付しておらず、ま

た、本人の同意を確認した上で出向を命ずるという運用もない。 

Ｂ２会社は少人数の事業体であり、また、新規事業を拡大して障害

者雇用を増やしていくという継続的な課題が存在する。そのために、

数少ない管理職として総務的な数々の業務を処理し、また、新規事業

を社長の補佐として企画立案する者が必要であることは論を待たな

い。そして、その必要性が現在においても継続していることは、近時

におけるＡ１の業務内容をみても明らかである。それ故に、Ａ１を出

向させる必要性は継続して存在している。 

 Ａ１の職務復帰後の業務遂行状況及び業務態度は、およそ要求され

る水準を満たすものとなっておらず、同人は職場復帰後も、必要とさ

れる目標設定すら行わず、意に沿わない業務指示には従おうとしない

状況が見られることもある。しかし、上記のとおり出向の必要性は継
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続して存在しているのであって、これらのＡ１の業務状況を捉えて、

出向継続が不当となるものではない。むしろ、Ａ１のこのような業務

状況からして、「出向目的の達成状況」がなかなか満たされない一因に

なっているものである。 

 Ａ１は平成28年４月から人材開発室においてＢ２会社への出向を

前提に学習を行った上で、同年６月から29年12月に解雇されるまでの

間、約１年半にわたり障害者雇用を前提とした事業の企画検討を担当

し、この出向が正当であったことは別件訴訟の確定判決で認定されて

いる。それ故、Ｂ２会社で本件出向前と同様の業務を担当することは

キャリアの継続であって、何ら問題がない。Ｂ２会社にはジョブコー

チなど障害者の働き方に詳しい者もいるのであって、Ａ１が周囲の者

から知見を得るなどして業務を実施することに何ら支障はない。 

⑵ 当委員会の判断 

ア 本件出向について 

(ア) 令和２年８月、別件訴訟において、Ａ１の解雇は無効であり、平成

28年出向は有効であると判断した判決が確定し（第２．３⑶⑷⑸）、

９月25日、会社がＡ１に対して解雇からの復職日が10月１日であり、

復職先はＢ２会社への出向であると伝えたという経過（同４⑵ア）か

らすると、会社は、別件訴訟の確定判決における上記の判断を踏まえ

て、解雇から復職するＡ１を解雇前の職場であるＢ２会社へ出向させ

たとみるのが自然である。 

(イ)ａ 組合は、別件訴訟での会社の主張は事実と異なり、出向先のＢ２

会社にはＡ１のこれまでのキャリアや能力を活かせる業務がなく、

同人はＢ２会社の事業計画を知らされておらず、会社はＡ１に具体

的な課題目標を提示できていない、Ａ１を出向させる業務上の必要

性はない旨を主張するので検討する。 

     ｂ Ｂ２会社は、会社の100％子会社として平成27年に設立された障

害者雇用促進法に基づく特例子会社であり、Ｂ６グループが障害者

の雇用義務を果たせるように、障害者を雇用し、構内の緑化及び清

掃等の事業を営んでいる（第２．１⑷）。また、同社の令和２年度の
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運営計画では、五つある実施項目の一つが「Ｂ６グループへの貢献」

とされ、その実施目標である「実施・サービスの拡大」の実施内容

として、「〇〇事業所の受託業務の拡大」が定められている（第２．

９⑴）。 

       別件訴訟において、東京高裁は、平成28年出向が発令された頃、

Ｂ２会社において新規事業の立上げへ力の発揮を期待することが

できる従業員をＢ２会社に配置する業務上の必要性があったこと

は否定し難く、Ａ１はＢ２会社において求められる知識、経験及び

能力を備える者に合致した者であったと評することができると判

断しており、この東京高裁の判決は、最高裁がこれに対するＡ１の

上告を棄却し、上告受理申立てについて上告審として受理しないと

決定したことにより、令和２年８月に確定している（第２．３⑷⑸）。 

本件出向の初日である２年10月１日、Ａ１は、Ｂ８社長とＢ２会

社における業務に関する面談を行った（第２．５⑴）。その後、Ｂ12

取締役がＢ２会社の新規事業の企画検討についてＡ１に業務指示

を出すようになり（第２．５⑴）、３年１月から３月までの間、Ｂ12

取締役とＡ１との間で、Ｂ２会社が障害者優先調達推進法の対象施

設となって千葉県と取引を始めるための申請手続や、〇〇事業所内

の落ち葉などの堆肥化やコオロギ・カブトムシなどの昆虫の養殖と

いった新規事業の検討に関するメールのやり取りが行われている

（同⑷）。 

     ｃ 上記の新規事業の企画検討業務について、組合は、会社から指示

された業務の実態は昆虫の飼育や放射能に汚染された堆肥の調査

など実現不可能な業務を指示するものであった旨を主張している。 

この点について、３年２月頃、Ｂ12取締役が、Ａ１に対して〇〇

事業所内の落ち葉などの堆肥化又は燃料化や、昆虫の養殖ができな

いかと検討を指示したことは認められる（第２．５⑷ウ）。 

しかし、Ｂ12取締役がＡ１に送信したメールには、落ち葉などの

堆肥化に関して追加報告や行政の動向のフォローを求める旨、〇〇

事業所が困っているからこそその解決が仕事になり、新規事業の芽
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だと思う旨、カブトムシの養殖は「ジャストアイディア」であり、

昆虫の養殖は〇〇事業所の「自然を生かした事業」として検討の価

値があると思う旨や、Ｂ２会社の事業となるものを考えることがＢ

12取締役からＡ１への依頼である旨が記載されており（第２．５⑷

ウ）、これらの記載からすると、Ｂ12取締役の指示は、Ｂ２会社と同

じ敷地内に所在する会社の〇〇事業所（同１⑷）が抱える課題の解

決に資する新規事業や、同事業所の自然環境を活用した新規事業の

検討を求めるものであり、〇〇事業所内の落ち葉などの堆肥化や昆

虫の養殖は新規事業の検討対象として例示したものであることは

明らかであるから、組合の主張は採用できない。 

ｄ 上記ｂ及びｃの事情を踏まえると、Ａ１は、本件出向後、Ｂ８社

長との面談やＢ12取締役からの業務指示により、少なくとも、Ｂ２

会社における新規事業の企画検討がＡ１の業務であると明確に指

示を受けていたと認められる。この新規事業の企画検討業務は、Ｂ

６グループの障害者雇用の促進を図るというＢ２会社の設立目的

（第２．１⑷）や２年度のＢ２会社の運営計画（同９⑴）に合致す

るものであったといえ、別件訴訟の東京高裁の判決において、Ａ１

がＢ２会社の新規事業の立上げに力を発揮することができる従業

員であるなどと判断されたこと（同３⑷）にも沿うものであったと

いえる。 

そして、３年３月にＡ１がＢ12取締役に提出した報告書に、「新た

な事業の芽がこれから次々と噴き出してくるのではないかと期待

しています。」との記載があり、Ａ１が、昆虫の養殖について特例子

会社の事業とすることは難しいと考えられる理由とともに、代替案

として従業員の車の洗車事業などを提案する旨をＢ12取締役に報

告していたこと（第２．５⑷エ）や、５月に、Ａ１が、Ｂ12取締役

の後任としてＢ２会社の取締役となったＢ13人事部長（同⑸）に対

し、「Ｂ12取締役、Ｂ８社長から、社外の事業を探すという、会社経

営の根幹となる緊急の業務要請を受け、私も毎日、深夜に及ぶ検討

を続け、報告してきました。」と記載したメールを送信していること



- 55 - 

 

（同⑹ア）からすると、Ａ１自身も、新規事業の企画検討が自身の

業務であると認識して、上記の業務に従事していたと認められる。 

ｅ よって、組合の主張するように、本件出向時点において、出向先

のＢ２会社にＡ１のキャリアや能力を活かせる業務がなかったと

はいえず、Ｂ12取締役が、Ａ１からの報告・連絡に際して、Ａ１に

具体的な課題を提示していたことからすると、会社がＡ１に課題目

標を提示していなかったとも認められず、本件出向に業務上の必要

性がなかったということはできない。 

なお、組合は、Ａ１がＢ２会社の事業計画を知らされていなかっ

たとも主張する。しかし、平成29年11月10日、Ａ１がＢ８社長に同

社の運営計画に対する実績の進捗報告をしていたこと（第２．９⑶）

からすると、29年当時、Ｂ２会社はＡ１に運営計画を知らせていた

と推認される一方で、本件出向後に会社やＢ２会社がＡ１に対して

殊更に運営計画を知らせなかったとは考え難い。仮に、組合の主張

するとおりＡ１が運営計画を知らされていなかったとしても、令和

２年度の運営計画における実施内容の一つが〇〇事業所の受託業

務の拡大とされており（第２．９⑴）、Ｂ12取締役がＡ１に対して〇

〇事業所が抱える課題の解決に資する新規事業や同事業所の自然

環境を活用した新規事業の検討に取り組むよう明確に指示してい

たことからすると、Ａ１が運営計画を知らされていなかったことを

もって、本件出向に業務上の必要性がなかったということはできな

い。 

また、会社が主張する本件出向当時のＡ１の三つの業務のうち、

①ホームページのリニューアル業務については、３年１月以降、時

期は不明であるが、Ａ１からの業務報告後にＢ８社長が対応したこ

とでリニューアル作業は完了しており（第２．５⑷ア）、③システム

全般の管理については、具体的にどのような業務が想定され、どの

程度の業務量であったかは明らかでないが、パソコンで困っている

職員がいるとＡ１が対応して解決したことがあったことは認めら

れる（同⑴）。会社の主張する業務のうち、上記①及び③については、
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上記以上の具体的な内容は明らかでないものの、Ａ１が自らの業務

として従事していたことは認められる上、Ａ１がＢ13人事部長に送

信したメール（第２．５⑹ア）からは、新規事業の企画検討業務だ

けでも、相応の業務量があったことがうかがわれるから、上記判断

を左右しない。 

(ウ) 組合は、組合結成以来、長期間にわたり組合と会社とは対立し、緊

張関係にあり、この間の会社の対応から組合に対する嫌悪は明らかで

ある旨を主張する。 

      確かに、平成26年５月の組合結成後、会社が、Ｃ１ら及びＡ２にＢ

５会社への出向を通知すると（第２．２⑴イ）、Ａ１を含む会社の複

数の従業員が亀戸労働基準監督署に対して会社には就業規則の周知

義務の違反があるとして申告を行い、８月頃、会社は同労働基準監督

署から是正勧告書の交付を受け（同⑴ウ）、同月21日、当委員会に対

する前件申立ても行われており（同⑵ア）、組合結成後に組合と会社

とが対立関係にあったことをうかがわせる事情が認められる。 

      しかし、27年12月に会社がＣ１らの訴訟代理人に対してＡ１及びＡ

２の復職先の希望を尋ねた後、当時の組合の執行委員長であったＣ１、

副執行委員長であったＣ２、Ｃ１らの訴訟代理人及び組合の上部団体

の担当者が出席して、組合らと会社との間で労使協議が行われたこと

がうかがわれる（第２．２⑴イ、同⑵イ）。その後、28年２月23日に

Ｃ１らと会社との間に裁判上の和解が成立し、同日、前件申立てが取

り下げられている（第２．２⑵ウ）が、これは、上記の裁判上の和解

に伴い、組合が会社に前件申立ての取下げを約したのではないかと考

えられる。このような経過からすると、26年の組合結成直後には組合

と会社とが対立関係にあったとしても、27年末から28年２月頃にかけ

て、労使関係には一定の変化があったことがうかがわれる。 

      その後、Ｃ１らは組合を脱退し、Ａ１が組合の執行委員長に就任し

（第２．２⑵ウ）、Ａ１執行委員長の下で、28年５月２日、組合は会

社に団体交渉を申し入れたものの、団体交渉は行われなかった（Ａ１

が通勤災害に遭って負傷したために団体交渉の開催が困難であった
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と推認される。同⑶ウ）。そして、Ａ１と会社との別件訴訟が係属し

ていた間、組合と会社との間にやり取りはなく（第２．２⑶ウ）、別

件訴訟において、Ａ１は、自身が組合員であることや組合活動を行っ

ていたことに関する主張は行っていない（同３⑹）。また、組合が会

社に対して令和２年９月28日又は10月28日付けで団体交渉を申し入

れた事実が認められないことは前記１⑵の判断のとおりである。 

以上の経過からすると、平成26年頃に組合と会社とが対立関係にあ

ったとうかがわれることを踏まえても、27年末から28年２月頃にかけ

て、労使関係には一定の変化があったことがうかがわれ、28年５月以

降、令和２年10月１日の本件出向までの４年以上の間、組合と会社と

の間の労使関係に動きはなかったものといわざるを得ず、組合結成以

降の労使関係から、本件出向当時、会社が組合を嫌悪していたことが

明らかであるとは認められない。 

(エ) 以上のとおり、会社は、別件訴訟の確定判決を踏まえてＡ１を解雇

前の職場であるＢ２会社へ出向させたものとみるのが自然であり、Ｂ

２会社にはＡ１のキャリアや能力を活用できる業務がなかったとも、

会社が指示した新規事業の企画検討業務がＡ１に不可能を強いるよ

うなものであったとも認められず、本件出向当時、会社が組合を嫌悪

していたことが明らかであるともいえないから、本件出向が組合嫌悪

に基づくものであるとの疎明があったとは認められず、会社が、Ａ１

に対し、同人が２年10月１日付けで会社に復職した際にＢ２会社へ出

向させたこと（本件出向）は、組合員であることを理由とする不利益

取扱い及び組合運営に対する支配介入には当たらない。 

イ 本件出向時のＡ１の賃金月額を48万6,400円としたことについて 

(ア) 組合は、人事総務部分室への異動前の賃金を基準にすると、組合結

成後、Ａ１の賃金が減額され続けていると主張する。 

別件訴訟において、東京高裁が人事総務部分室へ異動した後のＡ１

の賃金について、平成26年４月から28年３月までの賃金の改定が権利

の濫用としてその効力を有しない旨を判決中で判断していること（第

２．３⑷）からすると、組合が上記のように主張することに理由がな
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いとはいえない。しかし、東京高裁は、同じ判決の中で、Ａ１の解雇

時における賃金月額は48万1,500円である旨を判断しており、確定し

た東京地裁の判決の主文では、解雇後のバックペイとして毎月48万

1,500円の支払が会社に命じられている（第２．３⑶⑷⑸）のであるか

ら、会社が、Ａ１が解雇されていた期間中の賃金額は同人と会社との

間で司法上決着しているとして、確定判決が判断した上記金額を基に

本件出向時の賃金を決定したことには相応の理由があるといえる。 

(イ) また、組合は、会社が一方的にＡ１の役割等級を管理職の最下位で

ある６Ｅとし、人事評価を低位なものとして賃金を48万6,400円に下

げており、不利益取扱いに当たる旨を主張している。 

しかし、Ａ１の職級は、平成25年の同人の人事総務部分室への異動

前から「Ｐ１」であり、29年４月の新人事制度の導入に伴って職級「Ｐ

１」から役割等級「６Ｅ」に変更されたが、その際、賃金月額は48万

1,500円から変更されていない（第２．12⑴）のであるから、会社が本

件出向に際してＡ１の役割等級を低くすることで賃金が低下したと

は認められない。 

そして、Ａ１の復職時の賃金月額48万6,400円は、別件訴訟において

Ａ１の解雇時の賃金月額と判断された48万1,500円を4,900円上回っ

ていることからすると（第２．12⑵）、確定判決で解雇時の賃金月額と

された金額が人事評価の影響により減額されたとも認められない。 

(ウ) 以上のとおり、会社は、本件出向時のＡ１の賃金月額について、別

件訴訟の確定判決が解雇時の賃金月額と判断した金額を基に若干上

乗せして決定したものというべきであるから、会社が、本件出向時の

Ａ１の賃金を48万6,400円としたことは、組合員であることを理由と

する不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たらない。 

ウ 本件出向を解除しないことについて 

(ア) Ａ１のＢ２会社への出向期間は、本件結審時点（令和６年９月26日）

において、平成28年６月１日の平成28年出向（第２．２⑶エ）から数

えて約８年（ただし、Ａ１が解雇されていた29年12月から令和２年９

月までの期間（同３⑵、同４⑷）を含む。）、令和２年10月１日の本
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件出向（同４⑷）から数えて約４年が経過しており、会社の出向規程

において出向期間が原則３年間とされていること（同10⑵）からする

と、Ａ１は出向規程上の原則的な取扱いを受けられないという不利益

な取扱いを受けているとみる余地もある。 

もっとも、会社の出向規程では、出向期間は原則３年間とされてい

るものの、出向目的の達成状況などにより、出向期間を延長又は短縮

することがあると明記されている（第２．10⑵）。そして、４年４月１

日時点で、会社の全従業員3,144名中380名が出向しており、そのうち

出向期間が４年以上の者が163名、出向期間が10年以上の者が53名で

あるという会社の出向に関する運用実態（第２．11）からすると、本

件結審時点において３年を越えて継続している本件出向を解除しな

いことが、会社において不自然な取扱いであるとは認められない。 

また、組合は、出向期間を延長するためには対象従業員の同意が必

要であるにもかかわらず、会社はＡ１の同意を得ていない旨を主張す

るが、会社の就業規則、出向規程及び会社とＢ２会社とが締結した出

向に関する協定書には、出向の延長に従業員の同意を必要とする旨は

規定されておらず（第２．10⑷）、会社において出向期間を延長する際

に対象従業員の同意を得るという運用が行われていたことについて

の疎明もないから、会社のルールから逸脱した出向延長が続いている

旨の組合の主張は採用できない。 

(イ)ａ 組合は、２年10月の本件出向後も誠実な団体交渉が行われず、組

合を軽視又は嫌悪するような姿勢で出向延長が続いていると主張す

るので、本件出向後の組合と会社との労使関係について検討する。 

ｂ 本件出向後、少なくとも３年１月から３月までの間、Ａ１はＢ２

会社の新規事業の企画検討業務に従事していた（前記ア (イ)ｂｃ）が、

Ａ１は、３年６月頃から、会社のＢ13人事部長とのメールのやり取

りを通じて、Ｂ２会社には自分の仕事がない、業務内容は絶対に譲

れないと不満を表明するようになった（第２．５⑹イ）。 

３年８月30日に組合が団体交渉を申し入れた（第２．８⑵ア）後、

組合と会社との間で、本件出向、Ａ１のＢ２会社における業務や解
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雇からの復帰に伴う精算などに関して、合計９回の団体交渉が行わ

れている（同⑶⑷⑹⑺⑼⑽⑾⒀⒁）。また、会社は、団体交渉で組合

の主張を聞いた上で会社の回答も団体交渉で伝えたいとの意向を

表明しつつも（第２．８⑵アイエ (イ)、同⑻オ (ア)）、組合が団体交渉前

に文書で会社の回答を示すよう繰り返し求めていたこと（同⑵アイ、

同⑶イエ、同⑷ア、同⑺ア、同⑻アウエ (ア)、同⑼アイ、同⒀ウ）を

受けて、本件出向を解除しない理由、Ａ１のＢ２会社における業務

や解雇からの復帰に伴う精算及び在籍出向時の労働条件の通知な

どに関する会社の見解を文書で回答している（同⑶ウ、同⑹ウ、同

⑻イオ、同⑼ウ、同⑽ア、同⒀ウ）。 

また、５年３月の第６回団体交渉の後、会社は、更なる団体交渉

の開催を求める組合に対し、これまでの団体交渉及び本件審査手続

において会社の見解を明らかにしているところであるが、更に必要

があれば団体交渉で説明する旨を回答している（第２．８⑾ア）。６

年１月には、組合が資料を事前提出した上で事務折衝において詳細

な説明をするよう求めると、会社は、データはＡ１が閲覧できる状

態になっているが、事務折衝において各種の数字を一緒に見ながら

説明し、同人の疑問に答えさせてもらいたい、その際に持ち帰りた

い資料や画面があれば印刷して渡す旨を伝えている（第２．８⒀ア）。 

ｃ 以上の労使関係における、組合の回答要求に対する会社の個々の

回答内容をみると、Ａ１の解雇からの復帰に伴う精算に関して、退

職金については別件訴訟で同人が請求していないこと及び会社の

不法行為を前提とする損害賠償請求には応じられない旨のみを回

答する（第２．８⑶ウ）など、組合が会社の回答内容は不十分であ

ると指摘することに理由がないとはいえないと思われる場面もあ

るが、少なくとも、本件審査手続において明らかになった会社の対

応からは、組合との団体交渉を避けようとしたり、団体交渉での説

明を拒もうとするような姿勢はうかがわれない。 

ｄ また、会社は、組合が３年８月30日付団体交渉申入書により本件

出向について初めて団体交渉を申し入れる（第２．８⑴、同⑵ア）
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前から、業務内容は絶対に譲れないと主張して会社（本社）へ復帰

させるよう求めるＡ１に対し、同人のＢ２会社における業務に関す

る打合せを設定して（同５⑹イウエ）、同社の業務に引き続き従事す

るよう求める態度を示していたといえ、本件出向に関する組合との

交渉が始まる前後で、Ａ１にＢ２会社における業務遂行を求め、本

件出向は解除しないという会社の態度に変化はみられない（なお、

組合が２年９月28日又は10月28日に団体交渉を申し入れた事実が

あったとは認められないことは前記１⑵のとおりである。）。 

本件出向に関する団体交渉が４年３月から６年６月までに合計

９回行われる中で、組合が本件出向の解除を求めたのに対し、会社

は一貫して本件出向を解除しないという立場を崩していないが、そ

のことだけをもって、直ちに、会社には組合を軽視又は嫌悪する姿

勢があったということはできない。 

     ｅ 以上からすると、第９回団体交渉に関する会社の対応については

別件申立てが係属中であること（第２．８⒁）を踏まえても、本件

審査手続において明らかになった事情からすると、会社が、組合を

軽視又は嫌悪するような姿勢でＡ１のＢ２会社への出向を延長し

続けていたと認めるに足りる疎明はないというべきである。 

(ウ)ａ 組合は、会社がＡ１からの出向解除の要求を認識していながらこ

れに応じず、Ｂ15社長との週１回の面談だけがＡ１の業務となり、

Ａ１は面談の日以外はＢ２会社に出勤しておらず、会社はＡ１を会

社の組織から排除して必要のない出向を継続させている旨を主張し、

会社は、数少ない管理職として総務的な業務を処理し、社長の補佐

として新規事業を企画立案する者が必要であるという、Ｂ２会社へ

Ａ１を出向させる必要性は継続している旨を主張するので、以下検

討する。 

ｂ この点、Ａ１は、４年４月にＢ15社長がＢ２会社の社長に就任し

た（第２．７⑵）後、遅くとも５年10月頃から６年３月までの約６

か月以上の間、週１回のＢ15社長との面談の日を除いて、週４日は

在宅勤務を行っていたことが認められ（同⑶イ）、このことは、組合
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の主張するようにＢ15社長との面談以外の業務がＡ１に与えられ

ていないならば、本件出向を継続する必要性を疑わせる事情とみる

こともできる。 

ｃ そこで、Ｂ15社長就任後のＡ１の業務に関する事情をみると、４

年５月及び６月に組合が会社に送付した文書には、４月のＢ15社長

の就任後、遅くとも５月までにＡ１がＢ15社長から規程類に関する

業務指示を受けていたこと（第２．８⑷イ）や、６月に、Ｂ２会社

において社内規程の改正・制定や登記の届出の不備に係る再発防止

のルール化が承認され、Ａ１がＢ２会社の違法状態の是正に業務と

して取り組んだこと（同⑸ア）をうかがわせる記載がある。 

また、組合が会社に送付した４年11月17日付けの「抗議及び再要

求書」には、Ａ１の業務について、Ａ１は指示された全ての業務を

行っており、Ａ１がＢ15社長に確認すると何ら問題なく業務を遂行

していると言われた旨の記載があり（第２．８⑻エ (イ)）、５年10月頃

には、Ａ１がＢ15社長と一緒にＢ２会社における人事制度の立案を

担当したことがある（同７⑶ア）。 

さらに、６年２月20日のＡ１とＢ15社長との面談では、Ｂ15社長

が新規事業として水耕栽培について調査するよう指示し、この指示

に対してＡ１は他社の事例を報告している（第２．７⑶ウ）。 

そして、６年４月以降、Ａ１が、週４日の在宅勤務を行わなくな

り、Ｂ２会社に出勤するようになる（第２．７⑶イ）と、同社はＡ

１に対して６年５月14日付業務指示文書により新規事業の探索を

含む業務を指示し（同エ）、５月21日、Ｂ15社長がＡ１に育児・介護

休業や副業・兼業に関する内規案の作成を指示すると、Ａ１は同月

27日にこの指示に対する報告を行った（同オ）。 

６月５日、Ｂ15社長がＡ１に対して新規事業の探索などを６年度

上期の目標とするよう指示すると（第２．７⑶カ）、同月19日、Ａ１

は水耕栽培事業で育成する作物の案を報告しており（同ク）、この報

告の前には、Ａ１が他の職員からの意見を踏まえて電話による調査

を試みたこともあった（同キ）。 
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ｄ 上記ｃの事情からすると、Ｂ15社長は、Ａ１が週４日の在宅勤務

を行っていた期間を含めて、Ａ１に対し、Ｂ８元社長やＢ14元社長

と同様に、各種規程の整備や新規事業の企画検討についての業務指

示を行っており、Ｂ15社長の指示に基づいてＡ１が業務を遂行する

ことがあったと認められるから、Ａ１に対して週１回の面談以外の

業務が与えられていなかったとの組合の主張は採用できない。 

そして、このようなＢ15社長の就任後のＡ１の業務に関する事情

と、４年度から６年度までのＢ２会社の運営計画において、「Ｂ６グ

ループへの貢献」及び「経営基盤の確立」が実施項目とされ（第２．

７⑶カ (ア)、同９⑴）、同社の中期計画において、障害者雇用促進法に

基づく障害者雇用率が６年度から段階的に引き上げられる中で、Ｂ

６グループの障害者雇用率を確保することがＢ２会社の最大のミ

ッションであり、障害者が働く業務の拡大等が中期計画を達成する

ための課題であるとされていること（同９⑵）とを照らし合わせる

と、同社において各種規程を整備し、また、新規事業を企画立案す

るために会社がＢ２会社に従業員を出向させる必要性は、Ｂ15社長

の就任後においても存在していたことがうかがわれ、Ｂ２会社にＡ

１を出向させる必要性が継続している旨の会社の主張には、相応の

理由があると認められる。 

ｅ 加えて、本件出向後の３年６月頃から、Ａ１が、個人又は組合の

執行委員長として、会社関係者とのメールや文書のやり取りにおい

て、Ｂ２会社にはＡ１の仕事がない、会社が指示した業務は本来同

人の担当する管理職としての業務ではなく、他人の仕事を補助又は

代行しているにすぎない旨を繰り返し表明していたこと（第２．５

⑹イ、同８⑵イエ、同⑶イエ、同⑷イ、同⑸ア、同⑻アウエ、同⒁）

からすると、会社が指示したＢ２会社における業務をＡ１に実際に

遂行させることには困難があったとみられるから、週４日の在宅勤

務を行うという状況が生じたことについて、それが適切であったと

はいい難い面があるとしても、会社の対応には無理からぬ事情もあ

ったというべきである。 



- 64 - 

 

ｆ よって、Ａ１が、少なくとも約６か月以上の間、週４日の在宅勤

務を行っていた期間があることは認められるものの、その期間も含

め、Ｂ15社長はＢ２会社における業務をＡ１に指示しており、Ａ１

が指示された業務を遂行することがあったと認められること、Ａ１

をＢ２会社に出向させる必要性が継続している旨の会社の主張に

は相応の理由があると認められることや、週４日の在宅勤務を行う

という状況が生じたことについて会社の対応には無理からぬ事情

もあったことからすると、Ａ１が週４日の在宅勤務を行っていたこ

とから、直ちに、会社が組合を嫌悪する不当労働行為意思の下に本

件出向を解除していないとまでいうことはできない。 

  なお、組合は、６年８月現在、Ａ１は会社の業務指示に従って、

毎日、農園の草刈りなどの肉体労働をさせられている旨を主張して

いる。確かに、７月以降、Ａ１がＢ２会社において農作業に従事す

ることがあったこと（第２．７⑶ケ）は認められるものの、６年５

月14日付業務指示文書は新規事業としての農園業務の拡大を検討

するよう指示するものであるから（同エ）、同人の農作業への従事は

新規事業の検討に伴うものとみることもでき、そのほか、会社が新

規事業の探索とは別に、専ら農作業をＢ２会社における業務として

同人に指示したとの疎明はないから、組合の主張は認められない。 

(エ) 以上のとおり、①会社の出向規程では出向期間は原則３年間とされ

ているものの、会社において、出向期間が３年を超えた本件出向を解

除しないことが特段不自然な取扱いであるとは認められず、②本件出

向後の労使関係をみても、会社が組合との団体交渉を忌避しようとし

ていたなどの組合嫌悪をうかがわせる事情は認められず、本件出向に

関する組合との交渉が始まった前後で、Ａ１にＢ２会社における業務

遂行を求め、本件出向は解除しないという会社の態度に変化はみられ

ず、③Ｂ15社長の就任後、Ａ１が週４日の在宅勤務を行っていた期間

はあるが、その期間も含め、Ｂ15社長はＢ２会社における業務をＡ１

に指示し、Ａ１が指示された業務を遂行することがあり、Ａ１をＢ２

会社に出向させる必要性が継続している旨の会社の主張には相応の



- 65 - 

 

理由があると認められ、週４日の在宅勤務を行っていたことをもって、

直ちに会社が不当労働行為意思の下に本件出向を解除していないと

推認させる事情であるとまではいえないことからすると、会社が本件

出向を解除しないことが組合嫌悪に基づくものであるとの疎明があ

ったとは認められない。 

したがって、会社が、本件出向を解除しないことは、組合員である

ことを理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入には

当たらない。 

第４ 法律上の根拠 

以上の次第であるから、本件申立てに係る事実は、いずれも労働組合法第７条

に該当しない。 

よって、労働組合法第27条の12及び労働委員会規則第43条を適用して主文のと

おり命令する。 

 

令和７年２月18日 

 

東京都労働委員会 

会 長  團 藤 丈 士 


